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特集

入院している子どものための教育と医療の連携

一あるべき姿と実践活動

濱中喜代（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）

事長の奥野英子先生に「｢連携』の考え方につい

て」解説をお願いした。連携の概念についての解

説はもとより、連携を実現するための条件整備に

ついて、たいへん説得力のある示唆に富んだ内容

となっている。

総論の最後に「病院における教育と医療の連携

のあり方」について、西南女学院大学保健福祉学

部の谷川弘治先生に執筆をお願いした。これまで

の先生の院内学級等の研究・実践活動をもとに、

具体的・実践的に連携のあり方や方法について、

詳しくお示しいただいた。

上記の3人先生の総論に続いて、後半は実践活

動をご報告いただいた。まず、実際に訪問教育を

担っている城南特別支援学校の赫多久美子先生と

宮城県立西多賀支援学校の狩野和哉先生に、教師

の立場から実践活動をご報告頂いた。次に保育士

の立場から東京慈恵医科大学付属病院の上倉郁子

先生に、続いて医療従事者として支援している看

護師の立場から、東北大学病院看護部の井上由紀

子先生に実践活動をご報告頂いた。最後に病院と

特別支援学校をつないでいる養護教諭の立場か

ら、岩槻特別支援学校の野地由樹子先生に実践活

動について報告をいただいた。それぞれの日々の

実践活動の報告から、読者が示唆に富む確かな実

践知を見出すことは必然であろう。

日本育療学会の会員の皆様、読者の方々ととも

に、入院している子どものための教育と医療の連

携について、今後の課題や方向性が明らかにする

ことができれば幸いである。

日本育療学会の育療は「子どもの心身の健康問

題を考える学会誌」として発行されており、これ

まで､さまざまなテーマで特集号が組まれてきた。

今回は、本学会において重要かつ永遠の課題であ

る「教育と医療の連携」を特集のテーマにした。

実際に病院のベッドサイド、院内学級や特別支援

学校などさまざまな場で健康問題をもちながら教

育を受けている子どもたちに対して、教育者側と

医療者側でどのような連携を進めていくべきか。

あるべき姿はどのようなものなのかについて、 ま

た実践活動としてどのようなことが行われている

のかについて、本号で少しでも明確にできればと

企画した。

今回は普段看護師教育に携わる者として日常的

に遭遇し課題が多いと感じている入院している子

どものための連携について焦点を当てて考えてみ

たい。病気の治療を受けながら、子どもとしての

発達課題を達成しつつ、教育を受ける子どもたち

に、教育・医療それぞれの立場から家族も含めて

どのように連携・支援していくべきか考えたい。

退院時支援や退院後の支援については連携が特に

重要なことであり、丁寧に表現していただくよう

に努めた。

構成は次のようである。最初に「教育・医療の

連携に期待するもの」として、本学会の理事長で

ある西牧謙吾先生に執筆をお願いした。たいへん

読みやすい表現でありながら、歴史的な背景から

はじまり、今後の課題を含む、 きわめて今日的な

提言をも示した内容の濃いものになっている。

次に日本リハビリテーション連携科学学会副理
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総論1

教育・医療の連携に期待するもの

－それは教育が変わること－

西牧謙吾（日本育療学会理事長）

1 ．病気の子どもの教育の必要性～歴史的

視座から～

病気の子どもの教育の必要性が、 日本で医療者

や教育者の間で意識し始められたのはいつ頃だろ

うか。 日本の病弱教育の始まりは、 日本病弱教育

史'）によれば、明治23年三重尋常師範学校の記

録が始まりであると記述されている。病気は脚気

であったが、その記述には医療者の姿が見えてこ

ない。

日本に今日的な意味で、病気や障害のある子ど

もたちに教育を保障しようとする試みは、医師を

中心とした海外留学生が持ち帰った「治療教育」

という概念の導入を待たねばならなかった2)。そ

の導入過程で重要な点は、彼らが持ち帰り、研究

を進めた医学．心理学を基礎にした児童理解が、

日本の学校教育や児童福祉制度の成立過程に大き

な影響を及ぼしていたという点である。今日から

振り返れば、少数の研究者や一施設での個人史や

施設史の中でかろうじて語り継がれている程度の

ものかもしれないが、個人のほとばしる情熱と努

力で、医療、福祉、教育、労働など、障害のある

児．者に必要とする機能を自前で揃えることがで

きた時代であったといえる。 （例えば、三田谷治

療教育院'･2))。そこには、特別支援教育下での

連携の有り様の本質を考える上で多くの示唆を与

えてくれるモデルが詰まっている。今日的な連携

議論を進めるときに、政府の方針や専門家の研究

成果から話が始まることが多いが、歴史的視座を

持ち、地域の実情を考慮して、 日本独自の連携議

論が進められることを期待したい。

日本育療学会活動の中で、歴史研究は大切に育

てたい分野である。初代理事長である加藤安雄先

生による日本病弱教育史に始まり、育療会員によ

る個別学校史を掘り起こした論文も育療に投稿さ

れている。国立特別支援教育総合研究所病弱研究

班（以下病弱班）でも、明治期から第2次大戦ま

での、学校衛生・公衆衛生制度史と地域の病弱教

育歴史を傭臓できる年表を作成している。個別分

野の制度史からだけでは見えてこない医療、児童

福祉､公衆衛生､学校衛生間のつながりが見える。

興味のある方はご覧いただければ幸甚である3)。

2．今、病気の子どもの教育現場で起こって

いること

歴史を振り返り、今を見ると何が見えてくるだ

ろうか。そこには、特別支援教育体制に変わって

から、それまでとあまり変わらないこと （不易）

と大きく様変わりしたこと（流行)が見えてくる。

不易の部分は、特別支援教育下でも、病弱教育

が大きな議論の的になることは相変わらずないこ

とである。特別支援学校（病弱）の多くは、様々

な病気で不登校になった子ども達を、通学生とし

て受け入れている。ある意味、引きこもらず学業

を続けることを保障してくれる最後の砦なのであ

る。しかし、特別支援学校（病弱）は県下で1校

という県が多く、そのような特別なニーズのある

子どもの一部にしか対応出来ていないのが現状で

ある。その証拠に、病気で長期欠席している子ど

もの数は依然減少傾向に転じず、病弱のみを対応

障害種としている特別支援学校在籍者数は、病気

で長期欠席している子どもの数に一向に近づかな

いのである。

特別支援教育といえば発達障害ことと理解して

いる小中学校の教員が多い｡そもそも特殊教育は、
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通常の学校では教育の保障が出来ない子ども達の

ために出来た教育制度である。特別支援教育に変

わっても、通常の学校で対応出来る子どもの障害

の「状態」には限界がある。今回の学習指導要領

改訂で初めて、学習指導要領では精神性の病気、

同解説編では精神疾患という言葉が取り上げられ

た。教育現場では、発達障害の2次障害として意

識されることが多い状態が､実は境界性人格障害、

気分障害、行為障害、統合失調症など、児童精神

科領域の病気ではないかと疑う目を養うことが、

教育現場でより適切な支援に結びつくのではない

かと考えている。国立特別支援教育総合研究所で

作成した「慢性疾患、心身症、情緒及び行動の障

害を伴う不登校の経験のある子どもの教育支援に

関するガイドブック」の中で述べられている不登

校の多軸診断という概念を是非参考にしていただ

きたい4)。

流行の部分は、病弱を併せ有する複数の障害種

に対応する特別支援学校の在籍者が大幅に増えて

いることである。この数年で、病弱単独で対応す

る特別支援学校はますます減少することが予想さ

れる。県によっては、病弱単独で対応する特別支

援学校を無くしてしまった。特別支援学校(病弱）

の在籍者が減少したというのが主な理由である

が、この影響は、県レベルで病気の子どもの教育

に責任を負うものがいなくなるという意味で重大

な問題を孕んでいる。子どもの疾病構造の変化や

医療の進歩により、移植等の高度医療を受けてい

る子どもや医療的ケアを受けながら長期生存して

いる子どもが出現し、治療のために県域を越えて

移動する子どももおり、その子ども達の教育の保

障には、専門的な判断が必要になるからである。

昔から、病弱教育では、子どもの心を大切にし

て、勉強を教えてきた。最近では、心理学の影響

で、自己効力感や自己肯定感という言葉で説明さ

れるが、本質的には今も昔も同じことを目指して

いたはずである。現在のように子どもの心が育ち

にくい時代には、通常の教育でも、特別支援教育

的発想が必要とされる。少し乱暴な物言いをすれ

ば、小学生でも、経験不足により認知能力や社会

性が小学1年生レベルに届かない子ども達が増え

ていて、小学校でも「養護」の視点が必要な時代

学校の先生方へ

病気の子どもの理解のために
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病気のシきたからこそ行うべき教育があります

になってしまったといえるのではないか。その意

味で、現在病弱を対象とする特別支援学校のセン

ター的機能が発揮されることに期待がかかる。病

弱との重複障害が、単に教員確保のための重複認

定に利用されるのではなく、長期に療養が必要な

病気のある子どもには、必ず心の課題を考慮に入

れる必要があることを理解している特別支援学校

が増えることを望む。その意味でも、病弱教育を

担当する教員の責任は重いといえる5)。

また、教員養成面では、特別支援学校教諭免許

を取得する全員が、病弱教育を学ぶことになっ

た。全国的に見て病弱教育を熟知している教員養

成大学の教員は少ないために、大学在学中により

この分野の実践的な指導法等を学ぶ機会は少ない

ことが予想される。また、教育実習でも、病院と

の関連で許可が下りず、実習生を受け入れること

ができる特別支援学校(病弱）も少ない。まして、

ボランティアで自ら進んで病院現場に入らない限

り、いわゆる院内学級での実習は望めない。この

ような状況下にあって、病弱教育の専門家の養成

も喫緊の課題である。病弱教育の研究成果を発表

－3－



し合い、この分野の興隆に寄与すべく日本育療学

会の果たす役割も大きいと考えている。

また、全国特別支援学校病弱教育校長会と病弱

班とが協力して、支援冊子を作成している。これ

は、主に病院にある学校の教員にすぐに役立つポ

イントと病気の子どもの復学支援を目的に小中学

校の先生方に病弱教育のエッセンスを知ってもら

うというコンセプトで、現場教員に執筆をお願い

している。疾患編では、その分野の第1人者の医

師に監修をお願いし､内容の信頼性を高めている。

当事者団体にも内容の確認と会員への周知をお願

いしている｡どちらかというと教員よりも保護者、

医療従事者の関心が高く､評価もいただいている。

医教連携モデルとして、支援冊子プロジェクトを

とらえることも可能である6)。

経済成長による貧困の改善自体による病気の予防

効果は絶大であった。戦後の日本は、公衆衛生の

向上と低い医療費により、乳児死亡率の改善と高

齢者の寿命延長を実現した健康モデル国家になっ

た。

経済成長により世の中が豊かになると、疾病構

造では豊かさを原因とする病気の比率が高くな

る。現在の日本において高い有病率を持つ生活習

慣病や環境の変化に起因する病気（アレルギーな

ど）には、個人の行動変容や社会政策で予防対策

が行われている7)｡ここで使われる手法は地域住

民への健康教育や社会啓発という「教育」的な手

法である。例えば、学校保健におけるヘルスプロ

モーションの取り組みをみれば、学校教育を通じ

て病気や健康に関する知識(例えば性感染症予防、

喫煙、飲酒、薬物乱用防止）を身につけ、集団と

して健康的な行動変容を行う健康教育活動が行わ

れている。これらは、学校教育の教科、領域、特

別活動など、教育計画（教育課程と呼ばれる）の

中に、医療の知識をどのように組み入れるかを、

学校教育内部で検討することになる。その意味で、

教育の中での医教連携であり、我々が病弱教育と

学校保健との連携と呼ぶ部分に当たる。

では、治療に限界がある疾患には医療はどのよ

うに立ち向かうのだろうか。歴史的に見れば、治

療教育に相当する部分である。最近、そのケアモ

デルが変わってきた。がんは，従来これ以上治療

ができないという末期状態になってから緩和ケア

に移行したが,WHOは2002年緩和ケアの定義の

変更を行った。すなわち，生命を脅かす疾患によ

る問題に直面している患者とその家族に対して，

疾患の早期より，つまり診断を受けた時期から，

3．医療の中の教育、教育の中の医療

病弱教育に携わる教員は、医療関係者に教育へ

の理解を期待する傾向にある。そのような医療関

係者も少なからず存在するし、実際、病院にある

学校で働く教員と協働して動いてくれる医療関係

者もいる。しかし、病気が治り退院が迫っている

が、学校復帰にはもう少し時間がかかる子どもを

担任して悩んでいる教員は多いはずである｡また、

病院内に特別支援学校高等部をつくることで入院

期間が長くなることを心配する医療従事者もいる

と聞く。このように、大多数の教員は、医療との

連携は難しいと考えているのではないだろうか。

そもそも、なぜこのようなことが起こるのだろう

か。医療や教育のそれぞれの総体から見た場合、

医教が連携できる部分とは何なのだろうか。

医療は、病気を診断して予後を見通し治療を行

うことが本分である。その意味では、治療に限界

がある病気には、医療は無力である。この世の中

から病気が無くならない以上、医療の理想は、病

気の予防であり、その発想の根源は病気の原因の

除去である。そのために、医学研究が進み、病気

の原因や病態が解明され、治療法が開発される。

疾病構造が、貧しさを原因とする病気（感染症

や栄養失調等）の比率が高い時代では､予防接種、

栄養改善、過重労働の軽減など、個人の努力に依

存しない方法､人の基本的欲求に合った健康教育、

痛みなどの身体的問題，心理社会的問題などのス

ピリテュアルな問題に関して， きちんとした評価

を行い、それが障害とならないように予防し対処

することでQOL(生活の質）を改善していくた

めのアプローチであるとした。ホスピスケアとか

緩和ケアが命の終わりを見すえた医療ではなく，

病気によって起きている問題や起きてくる問題に

対応する医療と考えているわけである。

病院にある学校で一番多い病気である小児がん

の多くは治療可能になり、残された機能障害、再
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参考文献発の不安や二次がんの不安に悩みながら長期生存

する人が出てきた。新しい緩和ケアの定義から考

えれば、入院中から小児がんの子どもが、どの

ような人生を生きるか、生きたいかを見通しを

もって支援するケアシステムが求められるといえ

る。小児がんのトータルケアのあり方にも変化

が求められる。チームの最高責任者（通常は医

師）がリーダーで、その監督・指示で各専門職種

が与えられた課題を解決、情報は記録で共有する

Multidisciplinarycare(多専門職種ケア）から、

ケアのリーダーは､解決すべき課題により異なり、

チーム内での話し合いを通じて情報交換、 目標設

定が行われるInterdisciplinarycare(学際的ケア）

への転換が期待される。しかし、これは医療の場

だけの課題ではない。障害の重い希少疾患、重症

心身障害児や進行性の神経筋疾患のある子どもの

支援を視野に入れれば、広く地域におけるケアシ

ステムの構築まで考える必要がある。その地域ケ

アシステムの中では、医療の進歩（教育現場では

医療的ケアと呼ぶ）に合わせて、教育の質が今ま

で以上に問われるのである8)。

1）全国病弱虚弱教育研究連盟編(1990)日本

病弱教育史．

2）岡田英己子，津曲裕次（1985） ドイツ

Heilpidagogik研究の我が国への導入過程に

ついて，心身障害学研究, 9 (2) :31-38.

3）国立特別支援教育総合研究所（2008）課題

別研究「我が国の病気の子どもの教育のあり

方に関する研究｣，第7章病弱教育の歴史研

究， 109-148.

4）国立特別支援教育総合研究所(2006)慢性

疾患，心身症，情緒及び行動の障害を伴う不

登校の経験のある子どもの教育支援に関する

ガイドブック (H18.3)

http://www.nise.go.jp/kenshuka/josa/

kankobutsu/pub_b/b-200.html

5）西牧謙吾．滝川国芳（2009）小児のリハビ

リテーション総論；教育の現場から，小児科

診療41巻8号, 1365-1372.

6）全国特別支援学校病弱教育校長会，国立特

別支援教育総合研究所(2008)病気の子ども

の理解のために．

http://www.nise.go.jp/portal/elearn/

shiryou/byoujyaku/supportbooklet.html

7） トーマス・マキユーン（酒井他訳) (1992)

病気の起源，朝倉書店，東京．

8）西牧謙吾(2006) 「個別の教育支援計画」

と「個別の支援計画」チームアプローチの必

要性一医療のダイナミズムに学ぶ－，発達

障害研究第28巻第5号， 353-362.

9）厚生労働省(2008)平成18年障害児・者実

態調査

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/

shintai/06/index.html

4．医教連携に必要な課題

さて、はじめの課題に戻ろう。なぜ医教の連携

は難しいのか｡Interdisciplinarycareをする上で、

教育的課題が最優先課題になったときに、教員が

リーダーの責任を果たせるかどうかという教育側

の問題と当事者のQOLの向上のために、医療チー

ムが教育課題を最優先に考えられるかどうかとい

う医療側の問題があると考える。

そのために今教育サイドがなすべきは、病弱教

育の質の向上であろう。病弱教育は、特別支援教

育の中で、その存在の意義を主張すべきである。

そして、その上に、医療の進歩に負けないように

教育の質の向上を目指すべきである。
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総論2

『連携』の概念と実現への条件

奥野英子（筑波大学特任教授、 日本リハビリテーション連携科学学会副理事長）

はじめに

最近は、あらゆる分野で「連携」という用語が

使われているが、わが国において「連携」という

用語が頻繁に使われるようになったのは、いつ頃

からであろうか。 「日本リハビリテーション連携

科学学会」が創設されたのは1999年3月であった

が、当時は学会名に「連携」という用語が入るこ

とについては、意外であるとの印象が学会内外と

もに強かった。それでは､なぜ､｢連携｣というキー

ワードが学会名に入れられたのであろうか。

「リハビリテーション」は、様々な障害のある

児童から高齢者まであらゆる年齢層の方々を対象

とし、医学的リハビリテーション、教育リハビリ

テーション、社会リハビリテーション、職業リハ

ビリテーション、 リハビリテーションエ学などの

諸分野の連携によって総合的（包括的）にサービ

スが提供されなければならない。そのため、 リハ

ビリテーションは分野間、各種関係機関間、各種

専門職間、専門職と利用者との間、障害のある市

民と障害のない市民との間における連携がなけれ

ば、利用者の立場に立ったリハビリテーション

サービスは提供できない、 また、障害のある方々

のQOL(生命の質、生活の質、人生の質）の高

い生活を保障することができないからである。

しかし、 「連携」はリハビリテーションばかり

でなく、保健、医療、福祉、教育、雇用などの領

域間でも非常に重要なキー概念である。本稿で

は、 「リハビリテーション」や「保健･医療･福祉」

等を例に挙げて、 「連携」の概念と実現への条件

をまとめたい。

憲次先生が、東京に肢体不自由児施設「整肢療護

園」を創立し、肢体不自由児に対して治療と教育

(職業教育も含む）を行った。 リハビリテーショ

ンに該当する内容を｢療育｣と称し､その概念は｢肢

体不自由児が人間らしく成長し、社会の一員とな

るためには、単に医療だけでは不十分であり、 ま

た教育だけでも不十分であり、その両者を統合し

た教育こそが必要である」との考えであった。高

木先生はドイツの肢体不自由児施設「クリユッペ

ルハイム」を視察し、これを範として、わが国に

肢体不自由児のリハビリテーションを導入したの

であるが、 この高木先生の「療育」の概念には、

すでに医学的リハ、社会リハ、教育リハ、職業リ

ハを含む総合的なリハビリテーションの必要性が

認識されていたことがわかる。

わが国において、総合的なリハビリテーション

を推進するための国際会議としては、 1965年に東

京で「第3回汎太平洋リハビリテーション会議｣、

1988年に同じく東京で「第16回リハビリテーショ

ン世界会議」が開催された。その間の1977年に、

リハビリテーション分野間の交流と連携を促進す

るために、 リハビリテーションの様々な分野に従

事している専門職により、 「リハビリテーション

交流セミナー」が毎年開催されるようになった。

国際障害者年の1981年には、国際障害者年の記

念事業の一つとして東京で、 「国際リハビリテー

ション交流セミナー」が大規模に開催された。さ

らに、 リハビリテーション交流セミナーはその他

の関連研究会等を統合する形で1987年に、 「総合

リハビリテーション研究大会」となり、その後、

毎年、東京と地方で交互に開催され、 2009年8月

に埼玉県立大学において、第32回総合リハビリ

テーション研究大会が「リハビリテーションのい

ま．そして・交流」のテーマで開催された。

1 わが国のリ八ビリテーションにおける｢連

携」

1942年に東京大学整形外科の教授であった高木
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年から検討され、現在は「障害者自立支援法」に

おいてその実施が位置づけられている。障害者

ケアマネジメントにおけるケアには、福祉サービ

スのほか、保健、医療、 リハビリテーション、教

育、就労・雇用等、社会参加を支援するすべての

サービスが含まれる。

ケアマネジメントを行うためには、総合的なリ

ハビリテーションサービス、保健・医療・福祉・

教育･雇用サービスのほか､住居､福祉用具､移動、

交通手段、各種建物へのアクセス、文化、 レクリ

エーション、スポーツ等の機会の均等化、 コミュ

ニケーション・情報保障の他、障害のある市民に

ついての地域住民の正しい理解も必要とされる。

ケアマネジメントは、地域社会の中でサービス

利用者の生活全般にわたるニーズを明らかにし、

それらのニーズと公私にわたる社会資源との間に

立って、複数のサービスを適切に結びつけ、調整

を図り、総合的かつ継続的なサービスの活用を支

援する機能である。ケアマネジメントは、本人が

希望する生活を実現するための支援であり、利用

者の主体性､自立性､選択性を基本とし､全過程(プ

ロセス）において利用者の意向を十分に生かした

上で、利用者の社会生活力を高めるエンパワメン

トの視点から支援することが重要である。

障害者ケアマネジメントを行うときに配慮しな

ければならない実施原則は、①利用者の人権への

配慮、②総合的なニーズ把握とニーズに合致した

社会資源の検討､③ケアの目標設定と計画的実施、

④福祉･保健･医療･教育･就労等の総合的なサー

ビスの実現､⑤プライバシーの尊重､などである。

また、ケアマネジャーに求められる資質として

は､①信頼関係を形成する力､②専門的面接技術、

③ニーズを探し出すアセスメントカ、④サービス

の知識や体験的理解力、⑤社会資源の改善及び開

発に取り組む姿勢､⑥支援ネットワークの形成力、

⑦チームアプローチを展開する力などである。こ

れらはすべて、連携を促進するコーディネーター

に求められる実施原則であり、資質である。

以上のように、障害者ケアマネジメントを行う

際の実施原則やケアマネジヤーに求められる資質

は、 リハビリテーションや保健・医療・福祉にお

ける連携を実現するための実施原則や、連携を促

また、 日本リハビリテーション連携科学学会の

第11回大会は2010年3月20日、 21日に九州保健福

祉大学において「連携力の創造と社会資源の再構

築一みんなが資源、みんなで支援一」のテーマで

開催された｡さらに第12回大会は滋賀県において、

2011年3月12日､13日に「コミュニティーの創生・

継承･展開一響きあい､繋がるこころ－」のテー

マで開催予定である。

2保健・医療・福祉における「連携」

「連携｣という用語は､産業以外でも､最近は様々

な分野でも使われるようになってきた。保健・医

療・福祉分野の連携の重要性も唱えられている。

2000年に介護保険制度が開始され、介護を要する

高齢障害者のケアマネジメントはまさに、保健・

医療・福祉の連携を実現するための方法である。

介護保険制度において利用できるサービスの一

つとして訪問リハビリテーション、通所リハビリ

テーションが位置づけられた。これらも活用し、

障害のある高齢者が生活している身近な地域にお

いて必要なリハビリテーションサービスを受けら

れる体制としての「地域リハビリテーション」が

制度的に位置づけられたと言える。しかし、介護

保険制度上での地域リハビリテーションの内容

は､機能回復訓練を中心とした医学的リハである。

介護保険の対象ではない児童や若い障害のある方

(若年障害者）を対象とする場合には、社会リハ、

社会教育や生涯教育を含む教育リハ、職業リハな

ど、総合的なリハビリテーションや、保健、医療、

福祉、教育、雇用・就労も含むサービスが必要で

ある。

3ケアマネジメントとコーディネーター

地域リハビリテーションや保健・医療・福祉の

サービスを総合的に提供する方法がケアマネジ

メントである。介護保険制度においてケアマネ

ジャーがケアプランを作るが、これらのプロセス

がケアマネジメントである。しかし、本来のケア

マネジメントは、チームワークで行うものであ

り、ケアマネジャー一人でケアプランを作成する

のは、適切ではないと私は考えている。また、若

年性障害者を対象とするケアマネジメントは1995
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進するコーディネーターに求められる資質と同じ

であると考える。

て、複数の専門職、複数の機関が協力をして、最

適な、効率的なサービスを提供するための方法で

ある｡」

4連携の概念

「リハビリテーション」や「保健・医療・福祉・

教育・雇用」は各種分野間、専門職間、関係機関

間の連携によって行われなければならないと言わ

れて久しいが、それらが実現しているとは言えな

い。また、そもそも、 「連携がなぜ必要なのか」

について理解され、連携が各種専門職の総意と

なっているだろうか。

「リハビリテーション」や「保健・医療・福祉・

教育・雇用」の分野において連携が必要である第

一の理由は、サービスを利用する当事者の視点か

らである。障害のある児･者は一人の人間である。

その児･者には様々なニーズがある｡それらのニー

ズを満たすためには、一人の専門職、ひとつの専

門性では太刀打ちできない。従って、障害のある

児・者の人権が保障され、社会参加を可能とする

ための総合的なサービスを提供するためには、各

種分野間や、様々な専門職による連携が必須なの

である。さらに各種専門職、各種機関の連携の中

心にいる障害当事者（及び家族） と専門職・専門

機関との連携も重要である。専門職とサービス利

用者との「パートナーシップ」と言えるであろう。

パートナーシップは対等な関係にあるところにし

か成立し得ない。

総合的なリハビリテーションを実施するため

には調整役が必要であると言われてきた。この

調整役を英語にするとcoordinator (コーディ

ネーター）である。したがって連携の英語は

coordinationではないかと言うこともできる。そ

のほかに、 collaboration(コラボレーション)、

cooperation(協力）、 linkage (リンケージ)、

networking(ネットワーク)、 teamwork(チー

ムワーク）などの英語も、 「連携」に近い用語で

あろう。

リハビリテーション分野における連携を私なり

に定義してみると、 「障害のある人が自立し、社

会参加していくことを目的とし、一人ひとりの

ニーズにあった総合的なリハビリテーションサー

ビスを提供するために、障害当事者の視点に立つ

5連携を実現するための条件整備

総合リハビリテーションシステム及び地域リハ

ビリテーションシステムを整備するためには、 リ

ハビリテーションの各分野における各種の専門職

の養成･研修体制の確立や、各種専門職間の連携、

各種関係機関間の「横」の連携、利用者のライフ

スパン（学齢前、学齢期、青年期、成人期、高齢

期、 または、急性期、回復期、維持期など）にわ

たる「縦」の連携、そして、専門職とサービス利

用者との対等な関係（パートナーシップ）の樹立

と利用者との協働が求められる。

リハビリテーションの諸分野間の連携、各種専

門職間の連携、各種機関間の連携、 また、保健・

医療・福祉間の連携を実現するために、今後、具

体的に、何に取組まなければならないだろうか。

このような視点から10項目を、仮説としてまとめ

てみた。

（1）必要とされるリハビリテーションサービ

スの整備

現在、わが国において、高齢者および障害のあ

る方々が必要とする各種のリハビリテーション

サービスが、適切な時期に、適切な量、適切な期

間、提供できるようになっているであろうか。医

療制度、福祉制度、介護保険制度に基づいてリハ

ビリテーションサービスが提供されることになっ

ているが、 リハビリテーションの連携を実現する

ための前提条件として、 リハビリテーションサー

ビスの拡充・整備が必要とされる。

（2）連携の基本理念・原則の理解の促進

リハビリテーションや保健・医療・福祉サービ

スを提供する場合には、サービス利用者の立場に

立ち、各種専門職間・関係機関間の連携なしには

良いサービスは提供できないという基本理念と原

則を、関係者間・関係機関間の合意としなければ

ならない。

（3）各種専門職の連携教育

リハビリテーションや保健・医療・福祉に関わ

る各種専門職の養成・教育の段階から、臨床現場
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情報の保護の観点もふまえながら、必要とされる

情報を共有化するための、効率的な様式（パス）

などを作成する必要があるであろう。

（8）連携システムとネットワークの構築

地域や専門機関において、多職種・多機関が連

携できるシステムとネットワークを構築しなけれ

ばならない。病院や専門機関においては、障害当

事者や家族を含む各種専門職によるケース会議や

リハビリテーション計画の策定などを行えるシス

テムがなければならない。また、地域において

は、保健、医療、福祉、 リハビリテーション、教

育、職業など様々な分野の参加による地域リハビ

リテーション体制と、様々な専門職・機関によっ

て構成されるネットワークが構築されなければな

らない。

（9）連携に必要な場と財源の確保

具体的に連携を実現するためには、様々な職種

や様々な機関がともに協議できる場が必要であ

る。病院や専門機関内での連携にはケース会議な

どを行えるスペースがあればよいが、各種機関間

の連携を行うためには、関係者が一堂に会す場の

確保が必要であろう。また、連携を行うための会

議費や交通費など、最低限必要な経費の確保も必

要であろう。

（10）連携を中心的に推進する人材の養成・確

保

様々な専門職による連携によってサービスを提

供するチームワークの中心には、サービス利用者

が位置づけられなければならない。連携の基盤は

サービス利用者と各種専門職とのパートナーシッ

プである｡さらに､連携を進めるコーディネーター

(調整役）は誰なのかを考える必要がある。 リハ

ビリテーションに従事する専門職であれば、誰で

もが交代して連携のコーディネーターになれるこ

とが望ましいと私は考える。しかし、各種専門職

のうち、何らかの専門職にその役割を課した方が

効率的であるという考えかたもある。

特別支援教育の分野では、特別支援教育コー

ディネーターの制度がある。介護保険制度におい

ては介護支援専門員（ケアマネジャー）が位置づ

けられている。 リハビリテーションの分野につい

ては、わが国においてリハビリテーションカウン

では他の専門職との連携によって仕事をすること

を意識し､他の職種の機能や役割を正しく理解し、

それぞれの職種による役割分担について学ぶとと

もに、重複しそうな場合にはどのようにしたらよ

いかなども含めて、 リハビリテーションの連携を

促進する連携教育カリキュラムを整備する必要が

ある。

（4）現場実習における連携教育

リハビリテーションの臨床現場で他職種と連携

をとって働くことを想定し、様々な職種の学生が

受ける現場実習においても、教育修了後に専門職

として働く臨床現場において、連携体制を取れる

ような実習プログラムを立案し、実践することが

求められる。現場実習における連携教育を実施す

るためには、教育機関とリハビリテーションに関

わる現場機関（病院、各種施設など） との連携が

必要である。

（5）連携を意図した卒後教育の充実

専門職としての資格を取得して臨床現場に入っ

た後も、それぞれの専門職としての知識・技術を

向上するための卒後教育において、 よりよい連携

を具体的に行え、かつ､多職種間の連携について、

実習生や後進者を指導できるようになるための卒

後研修カリキュラムが必要である。

（6）役割分担の明確化

リハビリテーションには様々な分野があり、 ま

た、それぞれの分野には各種の専門職がいる。こ

れらの専門職の機能や役割を、関係者全員が正し

く理解していなければならない。さらに、専門職

間の役割分担のみでなく、関係機関間の役割分担

についても､共通理解されていなければならない。

（7）共通言語と情報の提供・交換

専門分野やそれぞれの専門職によって専門用語

が使われている場合には、それ以外の分野や専門

職には、その用語が分からないことがよくある。

リハビリテーションの連携を実現するためには、

専門用語等が共通言語となっていなければならな

い。また、サービス利用者に関する基本的情報、

また、それぞれの専門職・機関においてどのよう

なリハビリテーションを実施しているかについて

の適切な情報がお互いに共有されていなければ、

リハビリテーションの連携は実現できない。個人
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セラーは養成されていないので､現在の段階では、

ソーシャルワーカーがその役割に最も適切な職種

なのではないかとも考えられる。なぜなら、ソー

シャルワーカーの重要な機能の一つとして、 「連

絡調整機能」があるからである。

リハビリテーションに関わるソーシャルワー

カーを｢リハビリテーション･ソーシャルワーカー

(RSW)」と呼称するとしたら、 リハビリテーショ

ン・ソーシャルワーカーは、社会福祉士または精

神保健福祉士の国家資格を基礎資格とし、その基

盤の上に、 リハビリテーションや各種障害につい

て学ぶ上乗せ研修が必要であろう。

て）の間に、人としての信頼関係、対等な良い人

間関係、お互いの特性を尊重し合える関係がなけ

ればならないことであろう。
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総論B

病院における教育と医療の連携のあり方

谷川弘治（西南女学院大学保健福祉学部教授）

した医師から越権行為とみなされ、連携に障害を

来すケースがみられる。これは①連携の相手の役

割を理解、尊重し、 自らの役割の範囲内で受診勧

奨を行うスキル、②保護者の感情に配慮し、理解

を得る手続きをていねいに実施するスキルの不足

を示唆している。

医療者による教育の役割への理解不足も連携を

難しくすることがある。たとえば、看護師が病院

内教育を「教科書を使っての学習｣、つまり狭い

意味での学力獲得を目的とするものと捉え、病状

や子どもの感情に配慮した柔軟で多様な教育活動

があることを理解していない場合、看護師による

子どもと教師をつなぐ取り組みにつながらず、教

師の関わりが制限されることがある2)3)。

2）連携の相手に対する「苦手意識」 「無力感」

連携の相手の状況から声かけを遠慮するなど相

手への配慮は連携の出発点である。しかし、相手

の状況が分からないまま声をかけられない状態が

続く場合がある。これも異動して間もないときに

は致し方ないが、相手に対する「苦手意識」が継

続したり 「無力感」を伴う場合は、連携を困難に

する。

苦手意識や無力感の要因には、①連携の相手が

関心を示さない（と見える）ことや好意的でない

(と見える）こと、②翌日の外泊予定を訪問する

まで知らされなかった、子どもの死を授業のある

日まで教えてもらえなかったなど、重要な情報が

伝えられない経験が積み重なったこと、などが挙

げられる。

3） 「何を知りたいか」 「何を知らせたいか」が伝

わりにくい

松浦は看護の立場から、子どもの退院に際して

地元校（前籍校）から直接話が聞きたいと要望さ

れることがあるが、病気一般に関する情報を知り

はじめに

教育と医療の連携は、入院中の子どものトータ

ルケアの基盤となる。連携は相互行為の過程であ

り、これだけできればよいという到達目標を示す

ことは難しい。しかも、話し合いの時間調整や連

携の相手の理解と協力を得るために費やされるエ

ネルギーは大きなものである。信頼関係を構築で

きた相手が異動になり、振り出しになることもあ

る。このような苦労をしながらも、連携の相手と

通じ合うことができ、子どもの笑顔を分かち合え

たといった実感が連携への行動の支えとなる。こ

のように相互理解を基盤に「子どもの笑顔」に象

徴される目的を個々に応じて調整・共有し、協力

を構築、維持する過程が連携である。

本稿は、連携を実践するための専門的な知識と

スキルは学習可能であり、連携の過程は個人の資

質や努力のみに依存しない環境の構築によって支

えられるという観点から、最近の関連する議論を

検討した。なお、このテーマは教師と医療者双方

の立場から議論すべきであるが、病院内教育を担

当する教師に重点を置いた部分があることを断っ

ておきたい。

1．教育と医療の連携をめぐる問題

まずは、通常学級の教師を含めた教育と医療の

連携をめぐる問題について、猪狩ら'）を参考に

検討する。

1）各々の「役割」や「権限」をめぐるすれ違い

教師が担当する子どもの気になる兆候や行動を

示し保護者に受診勧奨することがある｡その際｢て

んかんかもしれないから脳波をとってもらっては

どうか」と安易に病名や検査名を挙げたり、 「薬

を飲んだらどうか」と治療法を挙げるなど、医師

の判断に基づくべき事項に言及したために、対応
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たいのか、子どもの個人情報に分類されることを

知りたいのかが区別されず、漠然としていること

があると述べている4)｡何をどこまで知らせてよ

いか、保護者との協議が必要となるため、 より具

体的な問いが欲しいところである。これは、入院

初期から本人や保護者と地元校教師のコミュニ

ケーションが維持されることで緩和され得る問題

という意味で、医療者側の課題も含んでいる。

教師からも医師による学校生活への依頼が分か

りにくいと言われることがある。たとえば、 「ふ

つうにやらせてください」という表現では「教師

が担当する子ども全体に求めている行動と同じ水

準でよい」のか、 「特別扱いにならないよう、本

人のようすを見守る」のかなど、細かいニュアン

スは伝わりにくい。個人に視点を置く医療と、 目

に見える公平性など子ども集団の状況に視点を置

く必要がある学校では「ふつう」の意味合いが異

なる。

4）合意事項が履行できなかったために生ずるす

れ違い

合意事項であるが納得できていないために履行

できなかった場合（保護者の要望として地元校の

クラスの配布物はすべて入院中の本人に届けるこ

とで合意したものの、配布物を見て本人が悲しむ

ということはないだろうかと不安になり実施でき

なかった担任教師のように）や、合意事項を忘れ

てしまった場合がある。

日々の実践の中で生じた不安や問題について率

直に話し合える仕組みの欠如もまた、 これらの

問題を複雑にしがちである。

5）連携の相手が連携に拒否的、消極的な場合

たとえば、子どもの個人情報は病院からは一切

提供されず保護者からのみ入手できるという病院

内学級の例が挙げられる。

6）子どもや保護者と連携の相手との間にトラブ

ルが生じている場合

このような場合は、慎重に関わらないと巻き込

まれてしまうことがある。

通常学級で学ぶ慢性疾患児が増加していること

からも、上記の問題一つ一つに処方菱を考える必

要がある。個人のスキルを高めることと併せ､バッ

クアップのための環境整備が求められる。病院内

教育と医療の関係者は、 これらの課題解決の要に

位置づいている。

2．病院内教育と医療の連携の進め方

ここでは病院内教育と医療の連携に焦点づけ、

その進め方を検討する。

1）病院内教育を担う教員と医療者によるチーム

の形成にむけて

病院内教育と医療の連携を考える出発点とし

て、次の四点を確認しておきたい。

(1)教育の場は病院内（あるいは隣接した場）にあ

り､子どもは検査､治療､訓練などを受けている。

(2)病院内教育を行う機関は学校（以下、病院内学

級）であり､特別支援教育の機能を有している。

(3)病院内学級の特別支援教育はトータルケアの一

翼を担いうる5)。それは、子どもの社会的自立

を支援し、地元校との関係を調整・維持するだ

けでなく、子どもの治療への姿勢を積極的なも

のとするなど、入院目的にも貢献し得る。

(4)特別支援教育を有効なものとするためには、医

療者の理解と協力が欠かせない。また、医療者

によるトータルケアを有効なものとするために

は教員の理解と協力が欠かせない。各々が日々

の実践を進めるためには共有すべき情報があ

る。

また、入院中の子どものトータルケアにおいて

病院内教育を担当する教師の実際の立ち位置はど

こにあるかを考える必要がある。次の二つの類型

を考えたい。

A)病院内学級と病院は異なる機関である。子ど

もや家族への関わりの基本方針や行事予定など

を摺り合わせるために必要な範囲で情報を交換

する。個々の子どもの情報は保護者の判断で伝

えられる。

B)病院内学級の教師と医療者は、同じ子どもを

対象とし、近接した場で業務を展開しており、

一つのチームとして働くことが求められる。そ

のため、保護者の大枠での了解を前提に、適宜

必要と思われる子どもの情報を交換し、共有す

る。

実際の現場はA)B)間のどこかに位置付いてい
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医療者も、病院内での教師の立場に配慮し、 と

くに赴任して間もない教師には積極的に声かけし

たり8)、授業中は病室であっても学校であると考

え、その場を尊重するという配慮が求められる9)。

さらに、情報共有にあたり守られなければなら

ない原則と手続きとして、下記を理解しておく必

要がある。

ると思われる。A)に留まると個々のケースに合

わせた個別教育支援計画の立案が困難である。A)

に示す組織間調整機能を基盤として、B)をめざ

すという方向性をもちたい。

2）教育と医療の連携の進め方

以下では、A)からB)に至るための戦略を含

み込んだ連携の進め方について整理を試みた。

④情報交換と意見調整について、保護者の大枠で

の了解を得る10)。また、重要事項は保護者も交

えて協議する

⑤課題によって、その病状や理解力などに配慮し

ながら子ども本人とも話し合うll)

⑥守秘義務を遵守する

(1)連携を始める前に理解しておくべきこと

まず、次の二点から考えておきたい。

①医療者と教師の立場と視点には違いがあること

を認識し、尊重し、学ぶ。

②連携はギブアンドテイクで成立することを認識

し、連携の相手を活かすという視点をもつ。

(2)連携の進め方

①情報交換、意見調整の場を確保する

連携は、相手側の窓口（担当者）を把握し、担

当者に名前と顔を覚えてもらうことから始まる。

また、病院内学級では病院との間の情報交換、連

絡調整のために諸会議を設けていると思われる。

概ね、双方の管理職を交えた中長期的な方向性や

行事予定などの連絡調整のための会議（年1， 2

回から月1回程度） と、現場スタッフ（担当看護

師と教師など）による日々の情報交換と調整のた

めの会議（月1回から週1回程度、あるいは随時）

に分かれる。この二つの機能は車の両輪であり、

両者の確保が望ましい。

②顔を合わせ、声をかける

日々、連携の相手と顔を合わせる機会を大切に

したい。教師としては、看護師との申し送りに加

え、朝の迎えは全員で病室まで出かけて行う12)、

ベッドサイド学習に取り組む、放課後に病室を訪

問するなど、病棟に入ることで医療者に声をかけ

る機会を増やしたい。

③連携の相手に伝えたいこと、連携の相手が伝え

たいことを具体的にイメージしながら、コミュ

ニケーションを図るようにする

日々の実践を通して、 より効果的なコミュニ

ケーションの内容と方法を検証し、スキルアップ

を図りたい。分からないことは率直に聞くことも

大切にしたい。

使用する言葉に込められたニュアンスなどを含

め、関係者の立場と視点の違いから生じる棚酪を

減らし、むしろそこからトータルな理解を得るこ

とにつなげていきたい。高橋はある院内学級連絡

ノートに記述された看護師と教師の記録を分析

し、 「看護師は症状や治療の医療的側面、病室の

様子や家族関係を中心に捉え、教師は学習や原籍

校との繋がり、不安などの教育・心理的側面を中

心に捉えていた」と述べている6)。ここには職種

による視点の違いが示されているだけでなく、相

手のために情報提供し、共有しようとしている事

項であることに目を向けたい。

③連携の相手から見える場で働いていることを自

覚する。

岡部は、病院内学級で働く教師となったときに

先輩から「病院と学校とは対等ではない。病院の

場所を借りて授業を行っていることを忘れず、あ

らゆることに配慮する」と学んだことを述べてい

る7)｡連携の類型が前述のA)に近い場合は日々

の実践の意図が伝わりにくいためとくにそうであ

るが、岡部の指摘には病院内教育の担当者として

共通して留意しておきたい。これは「対等な関係

であるべき」という連携の理念レベルの問題では

なく、行動規範のレベルの問題である。

－13－



高橋が指摘するように日々双方から伝達される

情報は、支援のためのアセスメント項目でもある

と考えられるl3)。その観点からは、病院内学級が

立案した個別の教育支援計画を医療者と共有する

ことも、何を伝えてほしいか医療者の理解を得る

大切な手段の一つとなる。

④合意事項は遵守し、見直し時期を設定する

合意を得た事項は確実に実施し、検証の上、見

直しを図るというPDSサイクルを形成する。その

ことが子どもの最善の利益を確保し、 さらに連携

の相手の信頼感を引き出すことにつながる。あら

かじめ見直しの時期を設定しておきたい。

⑤連携の相手が働きやすいような環境づくりに努

める

双方の仕事ぶりが見える場で働いているため

日々の関わりが重要であることはすでに述べたo

その際、相手の立場を考慮し、少しでも相手が働

きやすいように考えて、 自らの仕事を進めること

が望まれる。

岩田と杉澤は、病院内学級のために行った看護

師の配慮として次を挙げている'4)。ア）学校の時

間帯には輸液ポンプのアラームが鳴らないように

計算する､イ)学校の時間には静かに入室する､ウ）

学校の時間にはいつでもできるような処置は行わ

ない、エ）現在の子どもの状態を細かく伝え、接

し方の参考にしてもらう、オ）子どもの気持ちの

問題は、教師が関わることで変化していくことが

あるので、教師に任せる、など。これらは先輩看

護師から後輩に受け継がれている。これらの配慮

が小児看護の標準となるには、専門職教育の内容

としても取り上げられる必要がある。

教師による医療者への配慮としては、教育活動

に医療者の見学や参加を求めることがある。医療

の場を離れた子どもとの交流は、医療者と子ども

の心理的距離を縮め、病棟では見せない子どもの

姿を医療者が知る機会ともなる。さらに、 日常の

レベルでは、子どもから医療者への不満などを聞

かされたときに返す一言で、子どもと医療者の関

係の良循環を促進し、あるいは阻害することがあ

ることなどに留意しておきたい。

谷口は病院内学級教師が子どもの入院予定期間

や入院後の時期によって、子どもと子ども、病院

内学級と子ども、病院と地域の学校など、関係者

の多様な関わりを促進していることに着目し、 日

常的な関係の中でのくつなぎ援助＞は教師に特徴

的な援助であるとしている,5)。⑤の視点は教師に

よる医療者と子ども・家族をつなぐくつなぎ援助＞

を大切にしようということでもある。なお、谷口

のいうくつなぎ援助＞は重点の違いはあるものの

医師、看護師、保育士、心理士なども実施してい

ると考えられるl6)。

⑥子ども本人の意思決定を尊重する

会議において何らかの合意を得ようとする際

に、子ども本人の意思を考慮し、尊重することは

もちろん重要である。さらに、 日常の関わりの中

で子どもの自己決定を促す際に、その過程を連携

の相手と子どもの関係に任せるとよい場合があ

る。たとえば、学校生活に関して子どもが決めて

よい場合、医療者と子どもの関わりではなく、教

師と子どもの関わりの中で子ども自身が選択でき

るということは望ましいことであろう'7)。

これらの観点は保護者の支援においても考慮し

たい。

⑦一人で考えない

連携は心理的負担の大きな過程である。とくに

連携の相手が拒否的だ、理解が得られないと感じ

ているとき、連携の相手と当事者とのトラブルに

巻き込まれそうになったときなどは、一人で考え

ないことである。

連携の相手に対する苦手意識や無力感は、無視

せず､スーパービジョンの場を設けるべきである。

また、担当する子どもの死に出会った場合、医療

者と共に振り返ることで、喪の作業を進めていく

ことが望ましい18)｡

⑧プラス思考を忘れない

連携の相手が拒否的、消極的（と見える）場合

でも、連携は難しくても、教育は任せてくれてい

ることを大切にしたい。必ず、働きを評価するス

タッフが現れるものである。

3．連携を支える知識とスキル

，）連携のための基本的知識とスキル

連携のための基本的知識とスキルとして、少な

くとも下記を獲得しておきたい。

(1)連携の相手の役割や権限を理解し、尊重した行
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べた二つの機能をもつ会議の設定に加え、下記を

提示したい。

1）双方の参加による研修会・研究会

現場レベルでの研修会や研究会を企画し、連携

の相手に自らの支援計画を説明したり、共に事例

検討を行うことは､相互理解の重要な機会となる。

2）同一職種での情報交換・研修の場

とくに、一人で働く教師を孤立させないことは

重要である。都道府県レベルでの同一職種の情報

交換・研修の場を確保し、連携を必ず取り上げる

テーマの一つとしたい。

3）管理職の研修

管理職は連携の要であるため、管理職向け研修

の計画的実施は欠かせない。

4）行政を交えた連絡調整

長野県教育委員会は「病院内学級保護者等関係

者打ち合わせ会」を開催し、教育委員会関係者、

医療者、病院内学級教師・コーディネーター・訪

問支援員、保護者などの参加により、取り組みの

相互理解と現場レベルでは解決できない問題の改

善に役立ててきた22)。医療機関が担当する地域は

学校よりも一般に広域であるため、病気の子ども

の教育支援に関する都道府県レベルの連絡調整の

場を設け、教育と医療の連携の基盤としたい。

5）病気の子どもの地域支援のバックアップ

病気の子どもの教育支援を担当できる特別支援

教育コーディネーターの養成麹)､地域の学校教師・

養護教諭を対象とする研修会の実施別)、病気の子

どもの理解を深めるパンフレットの作成・普及鱒）

などを通して、地域支援をバックアップする。

6）専門職養成教育

専門職養成教育において連携の相手への理解を

深める内容を取り上げることは重要であり、さら

なる拡充が求められる26)27)銘） ◎

7）研究上の連携

医師、看護師、教師が共同研究することをトレ

ンドとして確立したい。

動ができる

(2)情報交換のためには保護者の了解が必要である

ことを理解し、手続きを踏むことができる

(3)連携の相手の仕事と職場の仕組み（意思決定・

指揮命令系統・役割分担・外部との窓口)、雰

囲気を理解し、適切な関わりを築くことができ

る

(4)連携の相手の立場・思考パターン、関心を把握

し、配慮したコミュニケーションを図ることが

できる

(5)連携の相手の要望をとり込み、計画を調整する

ことができる

(6)自らの行動を省察し、誤りは率直に認め、原因

を明確にして、行動を変えることができる

(7)笑顔やあいさつなど、基本的な社会人としての

ふるまいができる

(8)連携の相手の戸惑い、不安や怒りなど、否定的

な感情を受容し、感情的な安定をもたらすこと

ができる

(9)連携の相手と当事者間にトラブルが生じている

場合、距離を保ちながら、関係調整を試みるこ

とができる

⑩院内学級から地元校への連絡の取り方につい

て、ノウハウを学び、活かせるようになる。足

立19)、大見鋤)、猪狩21)を参照。

以上の視点に基づいて、教師としての自らの知

識とスキルを評価してみよう。自らの行動パター

ン、癖や苦手意識など連携を困難にする要因はな

いか、背後に転移感情や不合理な思い込みが隠れ

ていることはないか、冷静に自分を見つめていき

たいものである。

2）教育支援を構築する知識とスキル

教育支援の知識とスキルを向上させ、子どもの

変化を通して、教師への理解を得ていきたい。詳

細は他の文献に譲るが、これまでの文脈上「リス

クマネジメントの考え方を理解し、取り組むこと

ができる」というスキルは、信頼関係形成の基盤

として強調しておきたい。 おわりに

連携がうまくいっているときは、子どものおか

れた現実の厳しさの中でも、医療者に救われるな

ど、心の整理をつけながら教育支援にあたること

4．連携を支える環境の総合的整備

連携を支える環境整備の課題として、すでに述
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ができる。そのような関係が構築できることを

願って、連携の基本を考察してきた。本稿を通し

て各自の連携の現状を見直し、スキルアップに役

立つなら幸いである。

触れることができなかった問題としては、地元

校や保護者を含めた連携､心身症児入院時の連携、

ターミナルケアにおける連携などが挙げられる。

それぞれに固有の課題があるため、別途研錨を深

めていただきたい。

14)前掲9)

15)谷口明子(2006)病院内学級における教育的

援助のプロセス．質的心理学研究， 5, 6-26.

16)夏路瑞穂(2009)予防的･発達的アプローチ(セ

ラピューテイックアプローチ)．谷川弘治,駒松

仁子，松浦和代夏路瑞穂（編)，病気の子ども

の心理社会的支援入門．第2版，ナカニシヤ出

版，京都, 94-123.

17）前掲9）

18）櫻木里子,永尾紀代美（2009）終末期にある

子どもの院内学級における教育支援.小児看護，

32(2)， 237-245.

19)足立カヨ子(2003) 「橋渡しの学校」として

の役割. SNEジャーナル, 9 (1), 42-54.

20)大見サキエ(2007)退院・学校復帰時の支援．

小児看護, 30 (11), 1518-1523.

21)猪狩恵美子(2007)病気の子どもの教育支援

プログラム教育支援の基礎理論;通常学級(地

元校）における教育支援．小児看護, 30 (11),

1547-1549.

22）長野県教育委員会義務教育課,県立こども病

院院内学級．院内学級の仲間たちいのちのか

がやき．長野県教育委員会，入手先<http://

www.prefnagano・jp/kenkyoi/jouhou/gakkou/

innaigakkyu/index.htm>, (参照2009-ll-15)

23）萩庭圭子(2009)疾患をもって通学する子ど

もの支援-特別支援学校(病弱教育)の取り組み．

小児看護, 32(1), 76-82.

24）前掲20）

25）前掲23）

26）田村喜久子(2008)長期入院の慢性疾患を抱

える子どもの家族への対応.小児科診療,71(5),

823-827.

27）戈木クレイグヒル滋子(2009) トータルケア

と病院内教育． インターナショナルナーシング

レビユー， 32(5)， 25-29.

28）田辺恵子・西田佳世・馬場才悟(2004)小児

看護実習における院内学級・病弱養護学校での

授業見学・参加による看護学生の学び.日本看

護科学学会学術集会講演集第24回， 287．
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実践活動1

訪問学級における医療と教育の連携

赫多久美子（東京都立城南特別支援学校訪問部主任）

場合は､担任が各病院に赴いて授業を行っている。

学区内には小児科を有する総合病院が多数ある

が、A，B以外の病院から入院児への訪問授業依

頼はない。制度そのものが一般に広く知られてい

ないからである。また、A，B病院小児科（一般

病棟の場合もある）に入院する児童・生徒の全て

が入・転入学するわけではない。訪問教育を受け

るには、たとえ短期入院であっても特別支援学校

への転校手続きが必要である｡本人や保護者は｢転

校してまでは」と跨曙する。一方、教員が常駐し

ている院内学級や分教室がある病院では、短期間

の入院でも教育を受けられるシステムが機能して

いるところもある。

入院している子どもとその家族を様々な職種が

支える「トータルケアー」の考えが小児医療の現

場で重視されてきている。教員は病院職員ではな

いが、入院中の子どもの成長発達をサポートして

おり、 「トータルサポート」のチームメンバーで

ありたいと思う。だが、訪問学級の場合、同じ顔

ぶれの教員が病院に常駐しているわけではない。

訪問部の教員は、原則1日あたり、午前・午後各

1コマ（2時間）ずつの授業を受け持っているが、

訪問先は1か所ではない。午前はA病院、午後はB

病院のこともあれば、在宅訪問だけで病院に行か

ない日もある。このような勤務の体系から、病棟

のケース・カンファレンスに出席することが難し

く、存在感が薄くなりがちである。病棟での限ら

れた滞在時間では、連携をとるための情報交換を

十分に行うことができない。このような「教員が

常駐していない」という不利な面を補うために、

訪問部では様々な手立てを講じている。

I.はじめに

城南特別支援学校訪問学級には、平成21年12月

,日現在、 自宅で授業を受ける在宅訪問生'5名、

入院先で授業を受ける病院訪問生10名、計25名の

児童．生徒が在籍しており、 ’3名の常勤教員が配

属されている。

在宅訪問の子どもたちは、障害の程度が重く体

力的にコンスタントに通学することが難しいとい

う理由で訪問学級に措置されている。従って、そ

の生活は医療と切り離しては考えられない。訪問

による教育活動は、年度初めにそれぞれの主治医

に記入を依頼し、保健室に保管される「主治医の

意見害」に基づき、その許可された範囲で行われ

る。 「主治医の意見書」の項目には、 「検査所見／

常用薬／日常生活の留意点と緊急時の対応／活動

(運動）時の配慮事項／校外学習・社会見学の参

加／スクールバス／宿泊／水泳指導／給食」等が

ある。担任は、児童・生徒の外来受診に保護者と

同行するなど、必要に応じて主治医訪問を行う。

また訪問看護師との情報交換を行っている。

本稿では特に医療との連携を必要とされる病院訪

問について述べる。

Ⅱ、病院訪問の概要

本校の学区域は、東京都大田区、品川区の全域

と港区の南部である。病院訪問の対象は、学区域

内の病院に入院した児童・生徒のうち、保護者が

希望し病院側が許可をした全ての子どもたちであ

る。しかし、この数年は、大田区のA病院、港区

のB病院という2つの大学医学部付属病院が固定

した訪問先である。C大学病院には、品川区立小

学校の院内学級がある。中学生は本校の訪問学級

の対象だが､ここ数年間生徒の在籍はない。なお、

在宅訪問の児童・生徒が学区内の病院に入院した
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Ⅲ、連携のための具体的な手立てと工夫

1．病院ごとのマニュアル

病気で入院している子どもたちの生活は「治療

優先」である。教員は、子どもの治療、検査、 日

常のケアの妨げにならないように注意を払いなが

ら授業時間を確保している。

訪問先の病院によって異なる「作法」があり、

教員はそれに合わせて行動する必要がある。数年

前より病院ごとにマニュアルを作成し、病棟への

入り方、授業や授業時間の注意事項、時間割の変

更手続き、その他こまごまとした注意点について

文章化している。これは、新転任者に対するオリ

エンテーションで活用している。学期中に何か問

題が生じた場合は、病院訪問を担当している教員

間で話し合いを持ち、共通理解を図るようにして

いる。対応策をマニュアルに反映させて次年度の

バージョンアップにつなげている。

員名の入った次週の時間割表を作成し、病棟に提

出している。これにより、検査やリハビリの時間

と授業が重ならないように配慮していただけるこ

とも多い。

4．カンファレンス

どちらの病院とも学期ごとに最低1回は、病院

スタッフとのカンファレンスを持っている。病院

側の出席メンバーはそれぞれ次のとおりである。

A病院：病棟師長、チャイルドライフスペシャ

リスト （以下CLS)

B病院：医師、病棟師長、看護師、ケースワー

カー、保育士

学校側は、副校長、各病院担当窓口、その時在

籍している児童・生徒の担任、訪問部主任が出席

する。

カンファレンスでは、児童・生徒ごとに治療や

退院の見通しを伺い、学校側は授業の様子を伝え

ている。陶芸粘土、理科実験の用具や薬品等、持

ち込みたい教材の可否や条件を確認する。日頃よ

り、看護師、CLS，保育士と子どもの気になる言

動について情報交換を行っているが、やはり定期

的にこのような席を設けて共通認識をはかること

は重要である。

2．教員の名前と顔写真

新年度スタートにあたって、訪問部の教員全員

の名前入り集合写真を病棟にお渡しし、廊下の掲

示板やナースステーションに掲示していただいて

いる。これは入院した子どもや保護者に対し､｢こ

の病棟には城南特別支援学校の教員が訪問してお

り、入院していても教育を受けられます｡」とい

う訪問教育制度の宣伝になる。また、病棟スタッ

フに教員の名前と顔を早く覚えていただくために

も効果的である。

5．儀式的行事への参加要請

始業式・終業式に、病棟スタッフにも出席をお

願いし、子どもたちへ励ましの言葉をいただく。

今年度はどちらの病院にも、地元の小学校に入

’ 匡一』
平威創年度がｽﾀｰﾄしましたl

このメンバーが

東京都立城南特別支援学校

訪問学級の担当です，
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各病院担当窓口は、毎週、児童・生徒と訪問教
病棟スタッフが参加しての終業式の様子
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生活科の「朝顔の観察」で、教員が病院に到着

する頃には花がしぼんでいて、写真が撮れずに

困っていた。教員の代わりにCLSが撮影してく

れて、病室の外に出られない子どもに見せるこ

とができた｡(後日､白血球数が上がりクリーン・

ベンチから出られた児童は、屋上庭園で栽培さ

れていた本物の朝顔の観察ができるようになっ

た｡）

学手続きをとってから訪問部に転入した新小学1

年生がいたため、訪問学級での「入学式」を行っ

た。当日は、多くの病棟スタッフが会場に来て入

学をお祝いしてくださった。

Ⅳ、連携の実際と課題

本稿作成にあたり訪問部の教員全員を対象に、

病院スタッフとの連携で「とてもうまくいったこ

と（よかった､ほんとにうれしかったこと)」「困っ

たこと（なんとかしてほしいこと)」について、

自由記述のアンケート調査を行った。以下、いく

つかの意見をご紹介する。

0

1． 「うまくいったこと」

･子どもたちの病状、精神面、家族のこと、治療

等についてていねいに教えていただき、共通の

視点で指導にあたれた。特に緩和ケア（ターミ

ナル）期の子どもでは大切。情報交換により、

授業内容に意見を取り入れることができとても

よかった。

･授業中、子どもが不機嫌で「どうしたんだろ

う・ ・ ・ ？」と思っていると、ベッドサイドに

来た看護師さんが何気なく 「午前中・ ・ ・があっ

たのよれ～」と子どもの情報を教えてくれてと

ても助かった。

･子どもたちの授業、作品、がんばっている様子

等を病院スタッフがほめて、 「授業がんばって

ね！」「いってらっしやい！」と積極的に声を

かけてくれると、子どもたちはとても喜び学習

意欲が向上する。

･入学式や始業式に参加し、子どもたちの成長や

がんばりを共有できるときはとても嬉しい。

･病棟主催の七夕会に訪問部としての出し物をさ

せてもらい､とても楽しい雰囲気で交流できた。

･看護師長さんが｢授業の内容や教材については、

できるだけダメを言わないようにしています」

と言ってくださり、縫い針の使用や昆虫、植物

の観察を許可してくださった。

･CLSの存在が子どもにとっても教員にとっても

大きい。子どもはとても信頼していて、心のよ

りどころになっている。教員はCLSから子ども

の様子を詳しく知ることができる。

~

2． 「困ったこと」の記述から見える「課題」

＜迅速で正確な情報の伝達を＞

・学校・教員側としては、授業の計画・予定を立

てる上で、治療状況や退院予定をできるだけ早

く正確に知りたい｡入院が短期化している今日、

学期に1， 2回のカンファレンスを待っていて

は間に合わないことも多い。普段、病棟で主治

医と出会う機会はほとんどなく、担任が病院訪

問時にプライマリー・ナースといつも会えると

は限らない。A病院の場合、CLSが勤務し学校

との窓口になってから、情報をいただきやすく

なった。

・病棟内で感染症が流行したり病棟・病室閉鎖に

なったりした場合は、できるだけ早く学校側に

連絡していただきたい。教員が病院に到着して

から閉鎖を知らされ、結局授業ができなかった

という事態が過去に何回かあった。

＜環境の整備に理解を＞

・大部屋では、授業中でもテレビの音量が大きい

時がある。病状により子どもがデイルーム等に

移動できない場合は、少し音量を下げる等の配

慮をしていただけないだろうか。教員からその
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都度お願いすることもあるが、言い出しにくい

と感じる場合もある。

・教材を置く棚の場所が面会の方の邪魔にならな

い場所に移設できないかと思う。B病院の場合

は、教材室を兼ねた教員控室があり大変助かっ

ている。

＜その他＞

・看護実習の学生さんの「見学」の仕方が様々で

ある。ごくまれに子どもが授業に集中できない

ようなふるまいをする方もあり、どう対処して

いいのか戸惑う。学生さんに対する実習オリエ

ンテーションで、 「訪問授業見学の心得」につ

いても触れていただく必要を感じる。

これらの課題は、あくまでも学校側の要望であ

る。病院・病棟スタッフの状況によりすぐに解決

できないかもしれない。反対の立場からは、学校

や訪問部の教員に対し、さまざまな要望があるだ

ろう。それらを遠慮せずに率直に伝えていただき

たい｡お互いを尊重し､お互いを信頼し､何事も｢子

どもたち」の益につながるよう、 1つ1つ課題を

解決していきたい。

V.おわりに

組織と組織の連携がスムーズにいくためには、

まず各組織が対外部において「一枚岩」であるこ

とが必要である。言うまでもなく組織を構成して

いるのは1人1人のメンバーである。訪問部では、

カンファレンス以外で個人的に何らかの情報を得

た場合は、それを共有すべき他の教員に迅速に周

知するようにし、必要な場合は話し合いを持って

共通認識し、組織として対処するよう心がけてい

る。今後もその意識を大切にしながら、病棟にお

ける「トータルサポート」のチームメンバーの位

置を確立していきたい。

本稿は「一枚岩」でありたいと願う城南特別支

援学校訪問部全員の協力でまとめることができ

た｡良き同僚に恵まれたことを心から感謝したい。
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実践活動2

教師の立場で果たすべき役割

一特別支援学校における実践をとおして一

狩野和哉 （宮城県立西多賀支援学校教諭）

1 ．はじめに

本校は、東に太平洋、西に太白山を望む仙台市

の西部の丘陵地帯に位置する、独立行政法人国立

病院機構西多賀病院に隣接している、病弱者であ

る児童生徒たちが学ぶ特別支援学校である｡また、

分教室（院内学級）が、地方独立行政法人宮城県

立こども病院の中にある。平成19（2007）年に、

創立50周年を迎え、平成21年4月に校名が「西多

賀支援学校」に変わった。

教育課程は、小学部・中学部・高等部の各学部

にそれぞれ三つずつ、合わせて九つあり、小・中

学校および高等学校の学習指導要領に準じて指導

する教育課程と知的障害者である児童生徒に対す

る教育を行う特別支援学校の教科等を合わせた指

導を中心とした教育課程と自立活動を主として指

導を行う教育課程である。

確保するという観点から、一部内容を修正して報

告したい。

3．医師・心理療法士との連携による支援事

例

頭痛、嘔吐、めまい等を頻繁に訴えたため入退

院を繰り返したAさん（14歳、中学3年生）

状況

小規模校だった小学校を卒業して、大人数の中

学校に入学して、戸惑うことが多かった。大人と

の関係作りは上手であるが、学級の生徒集団の中

には、なかなか入れなかった。大規模な地震が起

きて以来、夜中に目覚めて過呼吸状態になること

もあった。

中学2年生のll月にlか月間、検査と治療のた

め隣接する病院に入院したため､本校に転入した。

lか月の入院を経て、退院して､前籍校に戻った。

退院後は、不調を訴えることもなく、順調に学

校生活を送っていたが、 3年に進級してから、学

級で自分の思い通りにならないことがあったり、

家庭環境が変わったりして、頭痛、嘔吐、めまい

等を訴えるようになったため、隣の病院の主治医

を受診、即日入院となった。

〔経過〕

年度をまたいで在籍していた生徒が退院したた

めに、Aさん一人だけの学級となり、

マンツーマンで指導にあたった。学校では、特

に不調を訴えることはなかった。転入してから、

1週間後に主治医と心理療法士と担任で情報交換

を行った。入院中は大丈夫だが、退院して家庭に

戻ると、 また身体症状を訴えるようになると思わ

れるので、心理テストを再度行うことや退院後に

2．テーマについて

中井')は､本学会誌「育療」第23号において「学

校．病院との連携の基本的事項」と題して医教連

携の原理原則を述べている。また､横田2)は､「病

児を担当する教師の心構え」の稿に、 「医療と教

育の連携の8つのポイント」を紹介している。

さらに、 「育療」第16号において、千葉県立四

街道養護学校（現一特別支援学校） と佐賀県立中

原養護学校における医教連携の実践が紹介されて

いるが3) 4)、 筆者が見落としている貴重な実践

報告は数多くあると思われる。

本稿では、教育と医療との連携における「教師

の立場で果たすべき役割について｣、現任校でか

かわることのできた事例を紹介し、今後の課題に

ついて考える。なお、事例については、匿名性を

－21－



戻る前籍校と連絡を取り合い、情報収集を行うこ

となどを確認した。

2週間後には、学部主事（筆者）から心理療法

士に、再度Aさんについて情報を共有したいので

時間を取っていただきたいと申し出た。その日の

うちに担任と3人で意見交換を行うことができ

た。 2年生の時に比べて、言動などに成長の様子

がうかがわれる、落ち着いてきた、家庭のお手伝

いなど自己効力感がもてるような活動に取り組ま

せたほうがいいのではないかなど、共通理解を図

ることができた。

2日後、筆者は、居住地校学習推進事業を活用

して、前籍校を訪問して、担任と面談することが

できた、 また、挨拶程度ではあったが、校長、教

頭先生、養護教諭に面会することができた。担任

との面談では、本校での学習の様子を報告し、A

さんの前籍校での様子をたずねた。また、転出後

も継続して支援にあたっていくことなどを伝え

た。

さらに、 2週間後には、主治医、心理療法士、

病棟看護師、母親、担任と筆者でカンファレンス

がもたれ、退院後の生活について話し合った。主

治医からは、医療面のアドバイス、心理療法士か

らは、心理テストや面接を通して得られたAさん

の実態を伝え、保護者の了解の上で、前籍校に書

面で伝えたいと話した。学校としては、前籍校を

訪問して担任と面談した内容を報告し、転出後の

支援の方法について提案した。

カンファレンスの5日後に、退院、転出となっ

た。転出後は、 「楽しみにしていた修学旅行に全

日程参加できた｣など､学校生活の様子を電子メー

ルで受け取ることができた。時折、Aさんから本

校に電話が入る。たわいのない話題ではあるが、

担任だけでなく学部の教師が代わる代わるAさん

に声を届け、悩みに耳を傾けている。 「引き続き

かかわっている」というメッセージを電話､手紙、

電子メールで伝えている。

〔考察〕

小児科医師をはじめ、看護師や心理療法士など

医療スタッフは、入院中の児童生徒だけでなく、

通院して来る乳幼児や高齢の重症心身障害者の治

療も担当している。

心理療法士には、多忙な中、生徒の病状や学校

で見せる行動から抱いた疑問に対して、その日の

うちに時間を割いて相談に応じていただき、情報

を共有し合うことができた。 「教師とは異なる視

点・立場からの発想が教師の心理的負担を軽くす

ること」 5）もあった。また、学習や生活の様子

を言語化して伝える中で、課題を整理することも

でき、次の取り組みに対する示唆を与えられるこ

とも多かった。

知的障害や発達障害のある児童生徒たちには、

本人中心の医療となるよう、 コミュニケーション

ボードを活用したり、授業を担当する教師の写真

カードを使ったり、アナログ時計の絵を描いたり

して、 日課や治療の流れを示して、見通しをもっ

て入院生活が送れるような工夫を行っている。さ

びしさや不安を軽減するめの工夫について、今後

も学び合っていきたい。

「困った時」だけ病院に足を運ぶのではなく、

日頃から学校の取り組み、退院、転出後の生徒の

状況などいろいろな情報をタイムリーに発信する

ことが、一人一人の児童生徒について相談し合う

関係を保ち続けることにつながると痛感してい

る。定期的に持たれる医教連携のための連絡会で

話し合える内容は限定されており、病院内での短

時間の「立ち話」がより重要である。

4．取り組みを「説明」することによって得

られる「理解」

〔状況〕

分教室（院内学級）の教師は、宮城県立こども

病院成育支援局を構成する専門職の一人でもあ

る。成育支援局には、局長である医師（副院長）

の他に、多職種の専門職員一事務職（次長兼務)、

保育士、チャイルドライフスペシャリスト、臨床

心理士、医療ソーシャルワーカー、在宅支援看護

師、ボランティアコーディネーター、教師一が連

携協力しながら、 「すべてのこどもにいのちの輝

きを｣、 「元気のでるファミリーホスピタル」とい

う病院が掲げる理念の実現を目指し、 日々業務を

行っている。

特に長期入院が必要になった児童生徒の転入・

転出にあたっては、医療ソーシャルワーカーとの
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「待ち」の姿勢ではなく、積極的に教師自身が

幅広くアンテナ網を張り巡らし、他の職種の方た

ちとコミュニケーションを取り合うことによって

得られる情報は多い。

病気の児童生徒を支援するための工夫やアイ

ディアを今後も多職種の方たちと 一緒に考え

ていきたい。

連携が重要である。

筆者は、本校に勤務しているため、学習発表会

などの行事を参観するくらいしか、分教室との接

点は多くはない。そこで、間接的には分教室主任

から伝わっていると思うが、本校の取り組みを直

接「説明」したいので時間を設けていただきたい

と医療ソーシャルワーカーに面談を申し込んだ。

〔経過〕

X月Y日、病院内で医療ソーシャルワーカーと

情報交換を行うことができた。その中で、本校の

取り組みとして報告したことは、 1）こども病院

分教室に在籍したことのある児童生徒で、現在高

校生になっていると思われる生徒の進路先を調査

していること。 （把握できた生徒については、進

路先を伝えた｡） 2）本校で、転籍の困難な高校

生が入院した場合に、 「聴講生」として学習支援

行っていること。 3）在宅療養している病気の児

童生徒たちのニーズにこたえるために、今後の取

り組みについて校内で検討していること、などで

ある。さらに、過去に本校高等部への進学を希望

したが、出願条件等の理由で、本校に進学できず

に、他校に進学した2人の生徒の事例について検

討することもできた。面談を通して、本校の取

り組みの一端を理解してもらうことができた。ま

た、医療技術の発達等により入院は短期化してい

ること、療養しながら地域の中で生活している児

童生徒たちが多くいること、高校在学中に病状の

変化等により、通学が困難になったような場合に

は、多様な支援が必要になることなどをあらため

て理解することができた。

この後、機会あるごとに本校の取り組みなどに

ついて、分教室主任を通して伝えているところで

ある。小学生時代に短期入院した子が中学3年生

になり、本校高等部への入学を希望していること

を伝えた時には、 「たいへん、 うれしい情報です

…」と喜んでいただいた。

〔考察〕

最近、近隣の医療施設の相談室の医療ソーシャ

ルワーカー（面識のない方）に「唐突ですが、本

校の取り組みについて説明したいので、相談室を

訪問したいのですが･･･」と申し出たところ、 「喜

んで…」と訪問への快諾をいただいた。

5．おわりに

医療と教育の連携を強めていくために、教師が

担う役割について、具体的な事例を挙げて述べて

きた。病気の児童生徒の教育にあたる特別支援学

校の教師は、専門性を高めるために、 日々努力し

ていかなければならない。

日常の「挨拶」をはじめとして、連携上の配慮

事項は多くあると思うが、｢相手を知ること」と｢自

分を知ること」をポイントとして挙げたい。

「相手を知ること」－本稿で紹介した心理療法

士や医療ソーシャルワーカーは、病院の中でどん

な取り組みを行っているのか、役割を担っている

のか知っておきたい。

おびただしい情報をパソコンで検索できる状況

にある。少なくとも公刊された文献に目を通すの

は、教師として必要ではないだろうか。 6) 7）

「自分を知ること」一日常的に医療現場で使わ

れる言葉は難解であるが､たとえば教育現場で｢自

閉症●情緒障害」という用語をどうして使ってい

るのか、理由を明確に説明することは難しい。ま

た、 「自立活動」の授業場面を参観して、単に遊

んでいるだけだと誤解されることもある○医療ス

タッフに分かるように、学校の取り組みを説明す

ることが大切だと感じているo 8)

地域の小・中学校を訪問して、本校が「通学生

として在籍が可能な」な学校であることを理解し

てもらえるように広報活動に取り組んでいるが、

まだまだ、広報不足であると感じる｡医療スタッ

フをはじめ、多職種と連携しながら、 「病気療養

児の教育の意義｣を伝えていかなければならない。

1）中井滋（2001）学校・病院との連携の基本

的事項，育療， 23, 38-42.
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実践活動B

保育士の立場から

上倉郁絵（東京慈恵会医科大学附属病院）

まったけれど、頑張ろうと思います｡」

この言葉から、病院で闘病しながら原籍校の友

達と離れ学業を続ける子どもの思い、 また復学し

てから子どもが体験する出来事・思い・現実を改

めて感じた。原籍校の1日5～6時間の授業数に

対し、訪問教育において1日2時間という授業数

は、体調不良や検査・処置などで授業が受けられ

ないことも考えると原籍校での遅れは必然的とも

言える。この事は周知のことではあったが、保育

士として入院中に何が支援できていただろうか

と、振り返ることにつながり、訪問学級教員との

連携・情報共有についても考えさせられる機会と

なった。

訪問学級教員と病棟保育士とは、どちらも病院

においては、非医療者であり教育や保育を通し、

共に子どもの傍で成長・発達を見守り支援する立

場であり、類似した職種である。その両者が連携

することで、入院している学童期の子どもたちに

対し、 よりよい教育支援ができると考える。今回

は、事例を通し連携の実際を紹介しながら、教育

と医療の連携における保育士のありかたを検討し

たい。またさらに、教員と病棟スタッフへのアン

ケート調査の結果を紹介し、非医療者でありなが

ら病院側（医療者側）の立場として保育士が担う

役割を読み取っていきたい。

I.はじめに

近年、テレビドラマやドキュメント番組などの

メディアを通し、院内学級が取り上げられる機会

が増えた。それにより入院し治療を受けながら学

業に取り組む子どもや、それを支える教員の姿が

社会に伝えられるようになった。当院では、訪問

学級室としてのスペースを確保し、特別支援学校

から訪問教育という形で、学童期の発達課題であ

る学業と治療生活を両立する子どもたちへの学習

サポート体制を整えている。現在まで、在籍した

子どもたちを振り返ると、半年から一年単位での

入院生活が必要な血液・固形腫瘍疾患の子どもが

中心であり、なかにはターミナル期を迎えてから

も、教員と医療スタッフが連携を図り、最期まで

訪問教育を続けた子どももいる。

年間4回行われる入学式・始業式・終業式など

の式には、子ども・家族・教員・医師・看護師・

保育士が一同に顔を揃え、子どもたちの学業への

取り組みを称える場となっている。そこで子ども

たちからは、 目標の発表や何を頑張ったか、どん

な思いで励んでいるか． ．、家族からは我が子への

思いや親としての不安や葛藤． ．、教員から、授業

での様子や努力して取り組んだことなどが語ら

れ、病室では知る事のできない子どもの姿や思い

を発見し、気付かされることも多くある。また医

師・看護師・保育士のそれぞれが、 日々、治療と

学業を頑張る子どもの姿を認め、改めて、労いの

言葉をかける良い機会ともなっている。

次に示すのは、ある式での子どものコメントで

ある。

「僕は、退院して一ヶ月間だけだけど元の学校

に戻ることができました。勉強はみんなより遅れ

ていました。だから、少しでもみんなに追い付こ

うと思って頑張りました。また入院になってし

Ⅱ、連携の実際

1．事例1

A君、7歳6ケ月男児。両親と兄弟の5人家族。

5歳4ケ月時、急性リンパ性白血病と診断され入

院となり、 llヶ月間の治療の末、退院される。

A君が訪問教育を開始したのは、入院から8ヶ

月後の春、 4月の入学式からであった。

A君は､入院期間中に入学をむかえ､小学生となっ
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た。通学経験はなかったが、小学生の姉の様子か

ら“学校”は“ランドセルを背負い、勉強をしに

通うところ” という認識ができていた。また、仲

の良い同室児2名が訪問学級室に通っており “病

院の学校・勉強”についても本人なりにイメージ

ができていた。また、 4月以前から他児の授業に

きていた教員と顔見知りになり、授業に対し関心

を示していた。

A君の訪問教育開始に関しては、入学5ケ月前

の教員側（各児の担任・主任教員） と医療スタッ

フ側（医師･看護師長･看護師主任･保育士・ソー

シャルワーカー） とのカンファレンスの際に情報

共有を行った。その後、教員より母親との面談日

程の連絡を受け、保育士からA君へ「今日、A君

の訪問教育の相談がある日だね｡」と、 ‘入学，へ

の意識が高まるよう声をかけた。 ‘小学校入学，

という大きな節目を病院で迎えるA君と家族に対

し、少しでも華やかで記念に残るよう、教員と相

談し入学式の準備を行った。教員側は、会の流れ

や会場となる場の飾りを担当し､保育士は担当医．

26名の病棟看護師・5名の保育士からの入学祝い

のメッセージカードを用意し、それをくす球に仕

上げ、準備を行った。入学式当日、正装しランド

セルを背負ったA君が嬉しそうに式に参加し、小

学生としての意気込みを述べ、笑顔でくす球を

割った。その様子を両親も嬉しそうに見守ってい

た。

その後、保育士にも毎週渡される時間割表を参

考に授業の前には、教員へ、その日の体調・安静

度や検査・処置の有無についての情報を伝えた。

特に、A君は髄注やマルクといった処置に対し恐

怖心が強いこと、処置後の安静時、付き添いがあ

ると安心できることなど事前に伝え、授業時間と

重なり授業ができない場合でも、傍にいてもらえ

るとA君が落ち着けるなどのやりとりを行った。

4月の授業開始時期、保育士が「いってらっしや

い！」と送りだすと、振り返らずA君自ら積極的

に訪問学級室に向かい、学習する姿があり、訪問

教育の存在や勉強がA君の入院生活に順調に取り

込まれていった。

5月の中旬になり、A君は授業に行くのに時間

がかかるようになっていたある朝の出来事であ

る。

教員の迎えに、それまで見ていたDVDを止め

ることができずA君と教員で話をしている間に、

A君は泣き出し布団をかぶってでてこなくなって

しまった。そこに他児の授業の見送りを終えA君

の様子を見に来た保育士が、教員から声をかけら

れ、仲介にはいった。はじめは保育士の問いかけ

にも返答をしなかったが、徐々に落ち着き、やり

とりできるようになった｡A君が言った言葉は｢嫌

なの。行きたくない。つまんないんだもん｡｣だっ

た。保育士は、 「そういう時もあるよね。苦手な

教科もあるよね｡」とA君の気持ちを受け止めつ

つ、どうしたらいいのかを一緒に考え、授業に向

えるよう後押しをした。そしてA君は、休み時間

に遊べるようにお気に入りのウルトラマン人形を

持って「行ってくる！」と授業に向い、保育士は

｢いってらっしやい！ 」と送りだした。

その頃A君の入院生活において、いくつかの変

化があった。姉が体調をくずし母の面会がなく、

祖母の面会が続いていた。面会時間中、 イライラ

した様子のA君に祖母もストレスが溜まっている

ようだ、 と感じていた。また、 これまで共に訪

問学級生として学習してきた同室児のB君の退院

や、c君の個室移動が重なり、訪問学級生として

勉強する仲間が少なくなっていた。そして、訪問

学級室に通わない短期入院児と一緒に遊びたいと

いう気持ちもあり、 「なんで自分は勉強しなきゃ

いけないのか！ 」という思いも抱いていた。新一

年生として、入院しながら治療と学業を両立する

という壁、思い描いていた楽しい授業だけでなく

苦手な授業にも取り組むという事にA君がはじめ

てぶつかった時期でもあった。一日2時間という

授業時間だけでは、そんな状況を教員が察するこ

とは難しい。保育士はこのような状況にあること

を伝え、A君の治療のみならず、入院生活におけ

る状況や、その時のメンタル面についても、伝え

るようにした。授業終了後には、授業での様子を

聞き、気になる時には授業の様子を見に行くなど

し、教員と情報交換を行った。

その後A君は､病棟行事の一つである“七夕会”

で､訪問教育の仲間と出し物のクイズに登場した。

教員と考え用意したお手製の絵カードと問題で、
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床先の看護師から口頭や電話で情報収集を行っ

た。特に移植後、状態が安定するまではICUと肝

臓外科病棟の転床を繰り返し､日々､処置も多かっ

た。授業や保育に向うにもBちゃんが今どこにい

て、関われる状況なのか、処置中や処置後で心身

ともに疲れてしまっていないか． ．など、細かく情

報収集を行うようにした。病院側のスタッフでさ

え、他病棟いるBちゃんの情報に関しては自ら積

極的に動かなければ把握するのが難しく、 また配

慮が必要であった。そこで、訪問で来られる教員

が日々の変化やその時の状態を事前に把握するの

は難しい状況であることは予測できた。教員は他

病棟授業の際も、授業前に小児科病棟にある教員

控え室に寄り授業の準備を行い、授業終了後は控

え室に戻ってきていた｡そのタイミングを見計い、

実際に保育介入を行った時の様子や集めた情報を

交え、教員に伝えるようにした。また、教員から

も授業でのBちゃんの様子を聞き、お互い情報共

有できるよう連携を図ったo実際、Bちゃんは授

業や保育士介入時間を心待ちにし、その時間は笑

顔で口数も増え楽しそうな様子を見せた。

会場の笑いを誘い、立派に終わりの挨拶をした。

事例1では、体調や処置に関することに加え、

日々の児のメンタルに関すること、影響を与える

要因についての情報提供を行った。また、新一年

生という状況を踏まえ、家庭に居れば、毎日、見

送ってくれる家族に代わり、｢いってらっしやい｡」

と送り出せるよう授業予定を把握し、教員との連

携を心がけた。そして病棟行事という大きな集団

の場で、治療と学業を両立する姿を発表できるよ

う、教員と連携し機会を設けた。このように、保

育士は日々の連携・行事における連携により、A

君の学習意欲を支え、成長を支援した。

2．事例2

Bちゃん、 12歳6ケ月女児。両親、姉妹の4人

家族。先天性胆道閉鎖症があり、 12歳4ケ月時、

発熱・腹痛で入院。肝硬変が進行し、母親からの

肝臓移植を施行し退院となった。Bちゃんは、こ

の入院で、治療段階や病状に応じて小児科病棟・

ICU･肝臓外科病棟（大人病棟） といった3病棟

の転床を繰り返すことになった。

治療の方向性が移植と決まり、母親の「術後の

回復時期に何か取り組める事や環境があったほう

が良いのではないか． ．」という思いをきっかけに、

訪問学級が導入された。Bちゃんは、苦痛を伴う

処置や、安静・食止めといった生活に制限を強い

られる状況が続いていた。その影響と12歳という

年齢から思春期でもあり、Bちゃんから関係を築

こうとしたり、話かけたりする友好的な様子が薄

れていた。その為、訪問教育導入時、保育士はB

ちゃんの性格や治療に対する思い、それらが与え

ている影響などの情報を教員に伝え、架け橋とな

れるように関わった。

他病棟へ転床後、教員は授業、保育士は保育

介入というかたちでBちゃんへの関わりを継続し

た。その際、訪問教育のシステムを知らない他病

棟スタッフへ、授業の意義や時間割り、介入方法

を伝え、それらを保育士情報用紙に記録しカルテ

に残し、アピールを行った。

実際、授業・保育介入を継続する為に、他病棟

にいるBちゃんの情報収集には配慮し、医師や転

事例2は、他病棟転床という状況から、情報共

有に困難が予測され、配慮が必要であった。その

為、保育士はスムーズに授業が継続できるよう、

教員と他病棟との架け橋としての役割、児の思春

期という年齢や病状からのメンタルの落ち込みに

配慮し、教員と児との架け橋としての役割を担っ

た事例である。

3．事例3

C君、 8歳4ケ月男児◎両親、兄弟の5人家族。

7歳5ケ月時、急性骨髄性白血病と診断され、入

院となり11ヶ月間の闘病の末、永眠される。C君

に関しては、 ターミナル期に教員と連携し行った

関わりについて述べ、最期まで訪問教育を続けた

様子を述べる。

ターミナル期は全身状態の悪化に伴い、点滴や

観察項目が増え､一つ一つのケアに時間を要する。

そのことで、看護師と教員がコンタクトをとるタ

イミングが難しく、支障をきたしやすくなる。教

員は、 日々変化の起こりやすい時期だからこそ、
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授業をすることは可能か、内容はどの程度のもの

が可能で、時間はどうかなど、普段以上に情報を

必要としていた。授業の内容を臨機応変に対応し

ていく為にも、それらの情報が大切だった。そこ

で、保育士は「看護師さん、忙しそうでなかなか

声がかけられなくて｡」という実際の教員の声か

らも普段以上に密な情報提供と、仲介役となれる

よう関わった。朝のカンファレンスやカルテの情

報、担当看護師にその日のケアや処置の時間、授

業が可能かどうかのコンタクトを事前にとり、教

員に伝えるようにした。状況の見通しが難しい時

には､控え室で待機してもらい､授業が可能となっ

た時点で、看護師や保育士が教員に声をかけるよ

うにし、連携を図った。

高熱から不穏症状がみられ、鎮静剤を使用し緩

和をはかっていた時期も、教員、保育士は訪室を

続けた。そして保育士は、C君の生きる励みや楽

しみとなる物が提供できるよう教員に相談を持ち

かけた。以前C君が、教員から借りた雑誌を見て、

保育士に「割り箸鉄砲がやりたい！ 」と言った事

があった。そこで、教員が割り箸鉄砲を、保育士

が的を作ることに決め準備を進めた。鎮静で眠っ

ているC君の傍らで家族と声をかけながら、C君

が熱心に集めているキャラクターを1日1体選

び、的に描いていった。数枚の的が出来あがった

頃、C君は解熱し鎮静が覚め、なんとか会話がで

きるようになった。まだ弱い声で表情が乏しい時

期ではあったが、教員と一緒に、割り箸鉄砲を見

せると、 「わぁ、すごい！」と嬉しそうな様子を

見せた。その後は授業の最初に、 ‘的当てをして

から1 ， というのが定番スタイルになった。まず

看護師に、C君が楽に授業が受けられる姿勢へと

状態を整えてもらい、保育士も看護師も一緒に的

当てに参加し、場を盛り上げるようにした。それ

から、 24体のキャラクーが的になるまでC君の楽

しみとして、 また、授業の導入として続いた。

このように、C君のやりたい事・好きな事を家族

と相談し合いながら、教員、医師、看護師と協働

して関わった。授業では、父の日にむけたプレゼ

ント作りや、国語の朗読､新聞の記事を読むなど、

C君の状態にあわせ、教員が授業内容を調整した。

そして最期まで、できる限りの学習を継続したC

君は8歳4ケ月で永眠された。

闘病生活と、小学3年生として訪問教育で学習

を貫いたC君の姿、そして“元気になって学校に

行きたい！ ” という思いを、今、C君の兄が引き

継いでいる。C君に代わり、兄がC君のランドセ

ルとその思いを背負い、小学校へ通っている。こ

の事は､後日、教員から聞いて知ったことである。

事例3は、 ターミナルという状況の中、児が8

歳児＝小学3年生としての姿を保てるよう教員と

スタッフで学習の継続を支援した事例である。保

育士はより丁寧に教員の必要とする情報を提供

し、他職種との連携を行った。そして、児のベッ

ドサイドで教員と場面を共有しながら、成長を支

援し、励みとなる関わりを共に実施した。

Ⅲ、訪問教育を受ける学童の情報共有に関す

る実態

訪問教育を受ける学童の情報共有に関するアン

ケートを行い、看護師25名・保育士5名・当院で

授業経験のある訪問教員10名より回答を得た。

(看護師・保育士は、訪問教育を受ける学童児を

担当する機会、勤務年数に、ばらつきのある状況

での集計結果である。また、無回答な結果に関し

ては、除いた数字である｡）

1．処置・検査などの医療行為や安静度といった

体調に関する項目について

･看護師から教員へコンタクトをとった経験のあ

る者は、 13名／25名

･保育士から教員へコンタクトをとった経験のあ

る者は、 5名／5名

･教員がコンタクトを最もよくとる相手として・

保育士4名/10名

･看護師2名/10名

･患児本人2名/10名

･家族 1名/10名

2．病状や治療に関する心理、同室児との関係や

出来事に関する心理、 日々の些細な事柄が影響

する心理といったメンタル面について。

･看護師から教員へコンタクトをとった経験のあ
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看護師との架け橋としての役割

②児の心理状況や影響を与える要因・環境に関

する情報を提供し、必要に応じて児との架け

橋となる役割

③スムーズに授業が継続できるよう調整し、児

の頑張りを認め、励まし、学習意欲を支援す

る役割

④日々、継続して関われることで、些細な児の

変化を読み取り、保育士の視点から必要な情

報を判断し伝え、教員と共に各児に合わせた

関わりや環境を見出していく役割

これらの役割を担う事で、病状や治療段階の異

なる児のそれぞれに必要な教育支援体制を整え、

治療生活と学業の両立を保障することにつながる

と考える。

今回、事例を振り返り、アンケート調査を行っ

たことで、これまでの関わりに加え、医療者側が

取り組むべき課題も見えてきた。保育士も含め医

療者は、訪問教育を受ける児の学習に関する事柄

のほとんどを、訪問教員の存在に頼り、任せてい

る傾向にある。特に、原籍校とのつながりや、復

学に関する事柄である。教育の専門家として、教

員の力をかりながら医療者も必要に応じて参画し

ていけるよう意識を高めることが、まずは大切で

ある。アンケートの自由記述において、多くのス

タッフが訪問教育の存在を､学童期の生活を整え、

成長過程において大切であり、出来る限り推進す

べきことと考えていた。そして、情報共有の必要

性や、 もっと連携すべきであると考えていること

がわかった。現在の定期カンファレンスは、児の

治療経過や今後の見通しといった医療者側からの

情報提供が多くを占めている。そこで今後は、教

員からの授業の様子や、児の学習意欲、授業の進

行状況といった情報共有の場として、 より有効活

用していきたい。そして、カンファレンスに参加

できない医療スタッフも把握できるよう、記録に

残し、スタッフの関心を高め、お互いが声を掛け

合い、児の学習支援の幅が広げていけるよう連携

をさらに深めていきたい。

る者は、 9名／25名

･保育士から教員へコンタクトをとった経験のあ

る者は、 4名／5名

･教員がコンタクトを最もよくとる相手として・

保育士6名/10名

･看護師 1名/10名

･家族 2名/10名

･教員同士1名／10名

3．訪問教育の存在をどう捉えているかについて

（看護師・保育士の自由記述の一部）

・長期入院の児にとっては生活リズムの基礎にな

り学ぶことは大切だと思うから必要。

・児が健康な児と同じように成長できる場。

・入院中の児にとって社会の一部であり､退院後、

社会に戻っていくための架け橋である。

4．連携について（看護師・保育士の自由記述の

一部）

・日々、教員と医療者の密な連携が必要である。

・教員とのカンファレンスの場をもっと定期的に

行う必要がある。

・進学・復学の際、学校側へ医療者から、児の体

調や生活について説明をする場があると良い。

また、同級生に対しても、偏見のないよう説明

の場があると良い。

・保育士とは連携をとっているが、看護師と教員

での情報共有がないかもしれないと感じた。

看護師は、時間の決められた処置や検査、動線

の広さから、教員と顔をあわせる機会が限られて

しまう状況にある。それに対し、保育士は部屋ご

との担当制をとっており、教員と情報共有しやす

く、このような病棟の体制も今回のアンケート結

果のような実態に､結びついていると考えられる。

Ⅳ、教育と医療の連携における保育士の役割

事例やアンケート結果から、保育士は、教育と

医療の連携において以下の4つの役割を担ってい

ると考える。

①病棟スタッフとして医療者側の立場から、治

療や体調に関する情報提供者であり、医師や
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実践活動4

病気の子どものための教育と医療の連携

一実践報告と今後の課題一

井上由紀子（東北大学病院看護部小児看護専門看護師）

入院により子どもは、 これまで過ごしていた、

家、学校、地域と切り離され、病院という馴染み

のない環境、人のなかでの治療、生活を強いられ

る。このことは子どもにとって不安やストレスを

増大させ、様々な身体的、心理的反応を引き起こ

す要因となる｡このような特殊な環境のなかでも、

入院前の生活と同じように学校へ行き、学習や友

人との遊びを通して、子ども達は入院前の生活に

近い環境の中で、本来のあるべき姿で生活し、そ

して、何よりも退院後にスムーズに復学ができる

ように、入院初期からの支援を考えることが重要

となっている。

しかし、現在の状況をみていると、学校の先生

方も病気の子どもたちとどのようなかかわりを持

てばいいのかに困難さを感じているようにみえ

る。治療を終えて、 自宅療養後の子どもを気遣う

あまり過保護的なかかわりになってしまい、病気

の子どもの自立を抑えてしまったり、逆にあまり

特別扱いはせず、他の子どもたちと同じようにか

かわろうとして「病気の子どもへの配慮がない」

と思われてしまうこともあるかもしれない。本稿

では、医療者の立場から病気の子どもの教育と医

療の連携と課題を考えたいと思う。

日常」の生活を送ることになる。

このような場合でも、短期間に回復が見込める

場合は元の生活への転換、復帰が可能である。病

気や障害を克服する支援の方針は、 「現在の非日

常は本来の自分の姿ではなく、一時的なもので、

いずれ元の生活に戻れる」ということになる。

一方で、長期にわたって治療やケアが必要な場

合､「日常」は病気になることや入院や治療によっ

て生活が転換して、 「非日常」に移り変わる。し

かもこれは反転して元の「日常」に戻ることはな

いのでその病気やその後の体や心の状態と上手に

付き合って、 「新たな日常」を作り上げなければ

ならない。つまり、 「非日常」となった生活をも

とに自分にあった「新たな日常」を作っていくこ

とになるのである。

小児がんや糖尿病、腎臓の病気もいまでは、疾

病の管理が変化し、長期入院が少なくなってきて

いる。治療の現場、療育の現場は病院ではなく、

家や学校に移行しているのである。このことから

も、 「新たな日常」を考えなければいけない子ど

もが増えてくると考えられる。

「新たな日常」を構築しなければいけない子ど

もたちを支えるための視点として、完全に元の生

活に復帰することはできないということを､本人、

家族、 きょうだい、親戚、友達、学校の先生など、

周囲の人々に認識してもらう必要がある｡そして、

非日常に適応して、それを新たな日常とする努力

をしていかなければならない。

子どもが自分の病気について知らず、家族も子

どもに伝えていない場合は、子どもは長い治療経

過が必要な病気になったにもかかわらず、いつか

元の日常に戻れると思ってしまう。この時、こど

1 ．病気の子どもの回復と支援

現在の子どもの医療は病気の子どもの回復と支

援のための視点の転換が必要になってきている。

短期に回復が見込めるような病気やけがの場合

は､子どもたちは学校に行ったり友達と遊んだり、

家族と一緒に過ごすなどの「日常」の生活を送る

ことができるが、病気になることや入院・治療に

よってそれまでのとは質的に違う生活､つまり｢非

－30－



もは「今の自分の姿は本当の姿ではない」と認識

しているため、子どもの認識は現実とずれている

ことになる。この認識のずれが病気と向き合えな

い要因になり、子どもと家族を苦しめることがあ

る。子どもたちに伝えられていない事実が多いこ

とは否めないが、すべて伝えればいいのかという

と、やはりそれも問題がある。いつ、だれが、ど

こで、なにを、どう伝えるか、 ということは慎重

に検討する必要がある。

と面倒。少し時間かかるから長いなあと思ってる

と思う」と話しており、疾病管理をしつつも病気

であることの不便さや思春期の葛藤があった。

このように､周りの子どもの「何しているの？」

｢それ何？」などの何気ない一言や、視線が病気

の子どもに「自分は他の子とは違うんだ」という

気持ちを一層強め、恥ずかしさや自尊心の低下を

招き登校を渋るようになることもある。

病気や障害が見た目や療養行動でわかる子ども

には、個別にそして長期にわたり支援していく必

要がある。傷跡や療養行動などの一つ一つがどん

な意味を持っているかということを、学校の先生

とクラスの友達がきちんと理解していた方がいい

場合も多くある。周りの子どもたちが病気の子ど

もを見てどうとらえて理解するかが重要な課題で

あると考える。しかし一方で、子どもと家族に不

利益にならないように、事実を上手に隠しておく

べきこともある。いずれにせよ子どもと家族とよ

く相談したうえで丁寧に対処することが必要であ

る。

2．周囲の子どもや保護者への対応と課題

手術の跡や、薬物療法、放射線療法などでは見

た目の変化が現れる。放射線を照射する場所や放

射線の量によってその程度は違うが、毛が抜けた

り皮膚の色が変わることがある。ムーンフェイス

など顔貌の変化もある。また、血糖測定やインス

リンの自己注射などのために、定期的に保健室な

どに常に何かを携帯して行く子どものことを不思

議がる子がいたり、偶然にその処置の場面を見て

しまうこともある。

中心静脈カテーテルはがんの子どもや代謝の病

気では長く付けていなければならず、点滴を24時

間持続的に使用している子どももいる。その点滴

やチューブは服や袋で隠しているが、 まわりの子

どもたちに見えてしまうこともある。

糖尿病の子どもの母親は「毎日保健室にカバン

を持っていく姿は他の子たちにはとても気になる

し奇異に思うんですよね。何持ってるの？と何度

も聞かれて・ ・ ・・本人は自分に必要なことだか

ら普通のことだったけど、周りの子とは違うと思

えたみたいで． ・ ・・それからは小脇に抱えて目

立たないような大きさのものにしました。注射し

ているのもみられたくない思いは年々強くなっ

て。進学したら病気のことは絶対に誰にも言わな

いって言ってます」と語っている。また、本人は

｢保健室でカーテン締めて血糖を測っているとき

に、保健室に入ってきた男子が「誰いるの？』っ

て急にカーテンあけて． ・ oO見て何も言われな

かったけれど、男子だったからさらにとっても嫌

だった。血糖を測っているところは誰にも見られ

たくない。友達と遊びに出かける時にも『ちょっ

とトイレ』って言って測ってくる。それがちよっ

3．復学の支援

長期入院の後に退院して外来に通うという過程

では、学校に通っている子どもの場合は、原籍校

への復帰についての支援が必要になってくる。入

院した子どもは、院内学級や分校があるところな

ら、そこへ転籍し退院して原籍校に戻ることにな

る。しかし、すべての事例がスムーズに原籍校に

復学できるわけではない。復学は長い時間をかけ

て個別の対応が必要となる。また、教育と医療の

情報交換の手順と連携は施設や担当者によって、

対応や取り組みが異なり、常に同じような対応が

とれるとは限らない。病気の子どもの個別性はあ

るとしても、どの施設においても同じ手順や対応

で連携がスムーズとなるように、ガイドラインの

ようなものが必要なのではないかと考えている。

現状では、復学支援については医療者側も教育側

も始動が遅いように感じることがある。病気の診

断が付いた時点から入院、退院することを見込ん

で動く必要があり、これは我々医療者と学校教育

側の課題でもあると考えている。

病院に入院している子どもたちを支えるうえで
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院内学級は絶大な効果があると感じているが、こ

のような心地よい環境だからこその課題も発生し

てきている。心地いいのは、やはり個別に病気や

発達や理解度に応じた教育・指導が受けられるか

らなのであるが、 ともすれば過保護な状態になっ

てしまうのも事実である。

実際長期入院の後に『院内学級はいいところだ

と思う。でも、行くか行かないかを

含めて自分で全部決められる。行かなくてもそ

れが許される。何となく行きたくないなと思った

ときには『行かない』と言ってしまって…。自

分を甘やかしてしまう部分もあったのかな。だか

ら､元の学校に戻ったときにちょっと大変だった」

と語った子どもがいた。

院内学級が心地よくて元の学校に戻りたくなく

なる子どもたちがおり、いつまでも通っていたい

と思うようになるのである。子どもにとって、少

し負担が大きくなるかもしれないが、早く原籍校

に戻れるように「あなたの本当の居場所は別にあ

る」と少し厳しい態度を示すことも時には必要に

なのかもしれない。

そして元の学校に戻っていくときには、普通学

級がいいのか、特別支援学級、病弱児学級がいい

のかという難しい判断を院内学級の先生方も含め

て検討する必要がある。

復学にあたっては、子ども自身の病名の認識と

病気の理解度が大切な要素となる。周囲の人々に

病気のことを知って欲しいと思っている子どもや

家族がいる一方で、知られたくないと思っている

子どもと家族がいる。可能であれば周囲の人々に

正しく知ってもらい、理解してもらう方がいいと

思うが、病気の子どもや家族、環境によるので、

強制はできない。ただし、伝えること、伝えない

ことそれぞれにメリットとデメリットがあり、良

いこともリスクもきちんと病気の子どもと家族に

説明して、理解してもらう必要がある。

病気の子どもの中には病気になる前後の状態を

理解し｢入院前に(友達と一緒に)出来たことでも、

同じように出来ないことは仕方ないと思ってる。

友達も自分に気を遣ったり、遠慮してくれている

んだと思うけど誘って欲しかった。友達にちゃん

と病気のことを伝えなかったことを後悔してい

る」と感じていたり、 「学校にどこまでの説明が

必要かとても悩んだ。いま考えれば、最初からき

ちんと説明しておけば、学校の先生方とももう少

しスムーズにやりとりができたかもしれない」と

後になって考える家族もいる。

また、一方で、子どもや保護者には病気につい

て隠す権利があり、周囲にすべてを伝えなければ

いけないわけではない。隠しておくことで何が起

こるのか、その時はどう対応したらいいかという

ことについて一緒に考えましょうと伝えることも

必要である。これについて我々医療者は非常に敏

感で慎重に対応しているところである。

4．病気（症状・治療・予後・緊急時の対処・

連絡）の理解

学校の先生方には病気の症状や治療、予後につ

いての一般的な知識だけでなく、その子どもに

あった緊急時の対処、連絡方法などについて、そ

の子の特徴をしっかり把握してもらうことがとて

も大切になってくる。病気になった前と後で日常

生活がどう変わるかについて知ってもらい、どの

ような方法でその子の日常生活を支援していくべ

きなのか、そして実際起こりうる問題は何なのか

を理解するということが大切なのである。病気に

なったことで、子ども自身が頑張ってもどうにも

ならないことや、頑張れないこともあることを認

識しておかないと、子どもに無理な頑張りをさせ

てしまい、をさらに病気になったこと以上に子ど

もを傷付けてしまうる可能性があることを念頭に

入れておく必要がある。

子どもが一人でできること、できないこと、今

は見守るべきか、手助けすべきかの判断と切り替

えが必要である。これには長期的に対応しなけれ

ばならないこと、その時々で瞬時に判断しなけれ

ばならないことがある。

また、病気の子どもが、他の子どもたちの中で

一緒に行動していても、学校は病気の子どもや、

きょうだい、家族を支援しますというメッセージ

を、明確に子どもと保護者に伝えること、そして

実際に支援することが大切である。このような対

応で子どももきょうだいも保護者の方もとても心

強く、何か困ったこと不安な事があっても学校が
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あった。家や学校のことを尋ねると「うるさい」

と攻撃的に反応した。医療者はつらい闘病体験を

想起させると考えられたため、安定した信頼関係

を築くことを優先として携帯型ケーム機を使いな

がら一緒に遊び、 日常の様子は母親から情報を得

ることにした。

2）母親とのかかわり

不安と期待でAくんの学校生活を見守ってお

り、Aくんが友人から外観のことをからかわれ登

校を渋った時にも担任から「学校での様子はきち

んと見ているから大丈夫。とにかく学校に来させ

て下さい」と言われ、Aくんにも「先生がついて

るから大丈夫だよ」と登校させていた。しかし、

状況は変化せず、姉が同級生に「お前の弟ハケ

だ」と言われた時にも、姉は担任から「もっと強

くなりなさい」と言われて理解してもらえなかっ

たと話していた。このような状況で「今後どうし

て良いのか全く分からない」と母親の混乱が明ら

かだったため、面接の初期には母親の思いを受容

し語られる話を中立的態度で聞き、その後、Aく

んの課題と併せて姉の課題を整理し、どのように

対応するのが最善なのかを共に検討していくこと

にした。

3）学校とのかかわり

母親は学校でAくんに適切な対応をしてもらう

ためには同級生にAくんの体のことを正しく理解

してもらった方がいいのではないかと考えるよう

になったため、母親が学校側と話し合う必要があ

ると助言した。そして、同級生に病気のことを説

明するためにはAくんにその意義を分かってもら

い納得してもらうこと、両親の意見が一致してい

ることが必要であると助言した。また、学校側の

理解と協力が必要で誰がどう伝えるかを学校側と

相談する必要があることも伝えた。迅速な対応が

できない学校側と、早い対応を求めたい母親との

間で認識の違いが生じたため、看護者が母親の意

見を支持し学校側に必要性を直接説明することと

した。看護者と母親が繰り返し学校側に繰り返し

説明したことで、学校側の理解が得られ子どもた

ちへAくんの状況を説明することができた。

4）きょうだいへのかかわり

姉からも個別に話を聞く枠組みを設けると、姉

力になってくれるから大丈夫と感じ、安心して学

校生活が送れるのである。

5．きょうだいの支援

病気の子どもは両親や医療者から注目され、

様々な配慮が集中する。しかし病気の子どもと同

じように、場合によってはそれ以上にきょうだい

もがんばっている事実がある。入院している子ど

ものきょうだいは、入院している子どもの病状を

心配し、 とても大変そうにしている親のことを気

遣いつつ、取り残された寂しさや制約された生活

を強いられる。入院した子どもの病状について説

明されていないと、自分の身の回りに何が起こっ

ているのかよくわからず混乱し、それらについて

誰に尋ねたらいいのかもわからず、孤独を感じつ

つ自分のつらい思いに直面しないように逃避や否

認などの防衛機制を駆使し、認識しても周囲に伝

えるのを我慢することが多い。

また一方で、周囲の人々の関心を集めている病

気のきょうだいをうらやましいと思う気持ちや、

そう思える自分を責める気持ちを持つこともあ

る。

親は病気の子どもに一生懸命になり、 きょうだ

いへは気が回らない時期があることを理解し、学

校では病気の子どもと同様の配慮が必要となる。

この場合、 きょうだいも病気の子どもの病気や状

態について正しく知らされていない場合があるこ

とを念頭にいれて慎重な対応が必要となる。

6．看護支援の実際

Aくんは4歳の時に髄芽腫と診断され手術を行

い、その後化学療法と放射線治療を受けた。退院

後、姉がAくん中心の生活に「(入院中と同じで）

また一人になるかもしれない」という不安や恐怖

から心理的に不安定になっていた。Aくんの入学

前に母親は病気について学校に説明していた。A

くんは楽しい学校生活を送っていたが2年生の後

半に友達に手術痕、頭髪の薄さ、低身長をからか

われ登校を渋るようになった。姉もAくんのこと

で同級生からからかわれていた。

1)Aぐんとのかかわり

Aくんは人見知りが強く年齢より幼い印象で
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は自分のためだけに用意されたケアを受けられる

ことに期待して来院した。初めは自分の思いを語

ることはなく、友達とのこと、学校でのことを話

すだけであったが、面接を重ねるなかで「退院し

て検査とかで病院に行くとAだけが声をかけられ

るけど、 「私も頑張ってたのにな」って思った」

などと､当時の様子や思いを話せるようになった。

同級生にAくんのことをからかわれた時に「そん

なこと気にしないで、 もっと強くなりなさい」と

担任に気持ちを受け止めてもらえなかったことが

つらくて、悲しかったということを話すように

なった。

看護者は姉の話を受容的に聞きながら、Aくん

だけではなく、これまで姉もたくさん頑張ってき

たこと、その頑張りやつらさを母親や父親も理解

していることなどを伝えた。

のか、これからどう伝えるか、告知の後どう支援

していくのかについて、医療と教育が情報を共有

して対応を統一していくことが必要となる。

医療の現場では、プライバシーの保護と周囲の

人々の理解が葛藤を起こすことが少なくない。周

囲が理解したいと思うことと、本人や家族が隠し

ておきたいということがぶつかり合うので、倫理

的な調整を丁寧に行っていくことになる。

教育と医療の連携、協働が目指すところは、子

どもやきょうだい、保護者の方の自尊心や自己効

力感を維持し、高めていくことである。病気の子

どもとその家族が自信を持って自ら自分の課題に

立ち向かっていけるよう支援することを共通の目

標にしたいと考えている。
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7．子どもと家族の意向を確認する

入院中も退院後も子どもへの対応や周りの子ど

もや保護者への対応など、全ての場合において子

どもと家族の意向を確認することが基本となる。

子どもや家族がどうしてほしいか、どうしたいの

かを把握してもらさず対処することがきわめて重

要となる。

このことについての大きな課題が病名告知であ

る｡特に予後があまり良くない病気である場合や、

慢性疾患の場合を考えてみると、治らない、非日

常を新たな日常に変えていかなければいけない病

気の場合は、その告知がどのようになされている
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実践活動5

学校と病院のパイプ役として

野地由樹子（埼玉県立岩槻特別支援学校養護教諭）

平成18年度より埼玉県立精神医療センター（伊

奈町）に児童・思春期病棟が開設されたことに伴

い、児童・思春期病棟に入院している小中学生に

対し院内学級への訪問教育（伊奈訪問部） も行っ

ています。

養護教諭は1名で主に本校での勤務であるた

め、 ここでは小児医療センターとの連携について

お話しします。

1 本校の概要

本校はさいたま市岩槻区（旧岩槻市）に、昭和

58年4月隣接する埼玉県立小児医療センターの開

院と同時に開校しました。本校への入学資格は、

原則として慢性疾患等にかかり、療養のため小児

医療センターに入院している小中学生です。医師

の指示があれば､退院後体力が回復するまでの間、

自宅からの通学も許可しています。

児童生徒数は年間延べ100人～130人くらい、

1ケ月の平均在籍数は約40名。年間を通して転入

転出が多いのが特徴です。

在籍児童生徒の病気の種類は、血液・腫瘍科が

約40％、感染免疫科15～20％、整形外科が15~

20％、形成外科、腎臓科、総合診療科、脳外科、

神経科、代謝内分泌科等多岐にわたっています。

2小児医療センターとの連携

本校と病院との連携が円滑に行われるよう以下

の会議等があります。また、本校と病院の間を調

整してくれる医師(就学委員会担当部長)がおり、

様々な問題に対応してくださり、この医師の存在

は大変重要です。

また、本校の行事には病院長をはじめとするさ

まざまな方が協力してくださり、校内で行われる

行事の多くは、閉回路放送で病棟に生放送されて

います。

入学式卒業式体育祭文化祭（病院長看誕部

長事務局長看護師長主治医等が出席） 中3，

小6修学旅行遠足小学部校外学習（医師、看護

師が同行）

3養護教諭のある一日

朝7時45分、 自動ドアのスイッチを入れ病棟へ

つながる通路を通り、 3階の3A病棟のドアを開

きます。感染症予防のため、入口で入念に手洗い

と消毒をして、ナースステーションに「おはよう

ございます、学校です。日々連絡お願いします」

と声をかます。深夜のリーダー看護師から申し送

りを受けます。その後各病室に行き「Aちゃんお

はよう ！昨日気分が悪かったみたいだけど、今日
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学習形態 内容
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はどう？」 『昨日と同じくらいだよj 「今日の授業

は出来そう？」 「出来るかわからないけど、一応

来て』 「了解！伝えておくね」こんな感じで一人

一人の子供たちに今日の体調を聞きます。その時

の在籍者によって変わりますが7病棟～5病棟を

30～45分でまわります。

最後の病棟を出た後は小走りで職員室に向か

い、 8時20分からの職員朝会で日々連絡での情報

を伝達します。個々の子どもたちの学習形態はそ

の日の病状により変わるので、私が伝達した内容

によって、教員の一日の動きが決まります。

8時35分「おはよう」「おはようございます」

児童生徒は病棟からつながる通路を通り、病棟ス

タッフと登校してきます。校長や数名の教員と保

健室前で一緒に出迎えます。

「あれ？Bさん松葉杖の許可出たの？（朝の日々

連絡では車椅子で登校のはず)」 「病棟では松葉杖

使っているよ』 「ちょっと病棟に確認するからね」

保健室から病棟に連絡を取り、学校では車椅子で

活動することを確認。 「Bさん、病棟は松葉杖で

OKだけど、学校ではもう少し車椅子なんだって」

｢そうなんだ、わかった』このように、朝病棟か

ら申し送られた内容と違うことがあれば、すぐに

病棟に確認します。

1時間目が始まり、 日々連絡の内容をもう一度

確認していると、 「先生1 2年生のCさんがおう

吐しました」との連絡、病棟に連絡し、 Cさんを

帰棟させ､すぐに汚物処理キットを持参し教室へ。

吐物がついてしまった学用品や机、床の処理をあ

らかた済ませた後、感染症認定看護師に連絡、指

示を受け、その指示に従って処理をし保健室に戻

ります。

2時間目の休み時間、 「先生、水くださ－い」

と元気な声。体育の後の水分補給に4，5，6年生

が全員保健室にきて、保健室で作っている湯冷ま

しを一気に飲みます。水分制限のある子には、 メ

ジャーで測ってからコップに注ぎます。

｢トゥルルルル・ トゥルルルル」と病棟からの電

話｢Dさん､検査に呼ばれたので戻してください｡」

職員室に連絡し、Dさんを病棟に連れて行っても

らいます。

担任から、 「Eさん主治医からプールの許可が

出たと言っているけど、確かめてもらってくださ

い」との問い合わせを受け、早速病棟へ、ナース

ステーションのリーダー看護師に伝え、主治医に

確認してもらい、活動制限表の指示変更を依頼し

ます。

疲れた児童生徒が保健室に休みに来たり、けが

をした児童生徒が傷の手当に来たりすることは、

地元校と同じですが、その子どもの病気に関わる
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名称 回数 目的
出席者

病院 学校

教育連絡餡議会 年1回

病院と学校のそれぞれの年間計画

や整備計画など、連携に関する基

本的事項を審鍛する

病院長副病院長事務局長

業務部長就学委員会担当部長

病棟代表医看護部長看誕師長

学校長教頭事務長教務主任

学部主事保健主事養謹教諭

特別支援教育コーディネーター

校医代表

就学委員会 学期2回

就学に関わる入退院や配感事項に

ついて協識

業務部長就学担当部長該当児

童生徒の主治医・師長

学校長教頭教務主任就学相

談担当教諭義誕教諭その他委

員長が必要と認めた者

学校病棟連絡会 月1回

行事予定などの情報交換をおこな

い、具体的な連携の在り方を協議

する

就学委員会担当部長病棟師長

関係職員

》
》
一
一

生活委員会
病棟ごとに月

1回

病棟と学校のそれぞれの立場か

ら、児童生徒の生活の様子につい

て情報交換を行い、よりよい連携

のあり方について協議する

担当医関係看護師 生徒指導係養護教諭関係職員

医療研修会 年3回

医師や看護師等の関係者指導のも

と､教職員の医療的理解を深める。

年度当初は血液腫瘍科医師の謂蕊

2．3回目は講義の内容により決

まる

教職員



の前やご家庭では、なかなか話せない胸の内を話

され、涙を流される方もいます。

また､一度保護者の方とお会いしておくことで、

病棟で会ったときに保護者から不安や心配などを

相談されることもあり、保護者の心のケアにもつ

ながっています。

（4）学校への連絡票(※1）､活動制限表(※2）

の管理

主治医が就学申込時に書く学校生活に関わる指

示書です。この内容に基づいて児童生徒は学校生

活を送ることになりますが、入院生活が経過する

につれ病状にも変化が出てくるので、子供たちの

様子を見ながら、主治医と連絡を取り内容を書き

換えてもらいます。また、主治医から指示された

内容が守られてなければ、それを教職員に伝えた

り、教職員全員が個々の児童生徒の活動制限を把

握しやすいように常に最新のものを校内ホーム

ページに載せるよう心がけています。

（5）主治医やプライマリー看護師､理学療法士、

作業療法士等との調整

学校への連絡票・活動制限表ではカバーできな

い内容については、その内容ごとに問い合わせを

します。

例えば、車椅子に乗っている生徒のプール入水

時の注意を主治医に問い合わせをしたり、最近、

学校で眠そうだが病棟での生活はどうかをプライ

マリー看護師に聞きにいったり、遠足の際のバス

の乗降はどのように行ったら良いかを理学療法士

に担当教員とレクチャーを受けに行ったり、授業

中の手の使い方などについて作業療法士にアドバ

イスを求めに行ったりとその時々で様々な内容で

す。

（6）ケースカンファレンスへの出席

病棟が主催するカンファレンスに担任や特別支

援教育コーディネーター、養護教諭で出席するこ

ともあります。病棟でのカンファレンスはその児

童生徒に関わるあらゆる職種の方が集まります。

カンファレンスは退院に向けての諸問題について

話し合われることが多いので､学校での学習状況、

学校での問題点などを話し、本校を転出した後に

通学する学校についてどんな調整が必要か等を話

し合います。特に前籍校に戻ることが難しいケー

症状を訴えたときには、病棟に連絡し、このまま

保健室で様子を見てよいか、すぐに病棟に戻った

方がよいかの指示を受けます。

4時間目が終了すると、昼食のため各病棟に教

員と一緒に帰る児童生徒を見送り、午後は朝と同

じように登校してくる児童生徒を保健室前で出迎

え、下校するときにはまた見送ります。

放課後は就学相談や病棟との会議、校内の会議

に出席し、一日をゆっくりと振り返るまもなく、

勤務時間が終了します。

4養護教諭の役割（一人一人の子どもたち

が充実した学校生活を送るために）

健康診断や学校保健委員会、児童生徒保健委員

会活動、保健だよりの発行など地元校と同じ執務

の内容もありますが、本校独自の養護教諭の役割

について詳しくお話しします。

（1）病院とのパイプ役

学校と病院との情報窓口の一本化を図るため

に、児童生徒に関わる全ての問い合わせは、養護

教諭を通すことになっています。様々な教員から

の問い合わせに対し、その内容に応じて養護教諭

の判断でよいもの、管理職の判断が必要なもの、

病院に問い合わせが必要なもの等を考えます。そ

の際、就学委員会担当部長、主治医、師長、 リー

ダー看護師、プライマリー看護師、その他の病院

職員の誰に、どの順番で話を通すべきなのかを考

え問い合わせをします。

（2）教職員への支援

新転入者への保健関係のオリエンテーションで

は、病院に入る際の注意から、教材の持ち込みの

ルール、病気に対する理解まで本校で必要な最低

限の知識を提供します。

また、児童生徒の病状は日々変化するので、教職

員への情報提供を的確に行い、教育活動が円滑に

行われるように心がけています。

（3）就学相談（転入時の面接）

就学相談係と養護教諭の2人で行います。突然

お子さんが病気になり、不安や心配を抱えながら

入院、転校とあわだだしく手続きをしなければな

らない保護者に対し、病棟から少し離れた学校の

相談室で、ゆっくりとお話を伺います。お子さん
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スについては、どのような選択肢があるのか、 ま

た特別支援学級や他の特別支援学校等に転出する

ためにはどのような手順を踏まなければならない

のかなどについて情報提供をします。

（7）感染症予防対策

学校には様々な病棟から児童生徒が登校してく

るので、学校で感染症が発生した場合は、迅速な

対応が必要です｡学校で起こった一件の感染症が、

病院全体に広がってしまう可能性があるからで

す。学校で感染症が発生した場合は、病院の指示

を受け、感染症発症者と接触した児童生徒の情報

収集や、各病棟、 自宅通学生の保護者への対応を

迅速に行い、感染症の拡大防止に努めています。

また、保健室前に手指消毒剤を常置し、下校する

児童生徒、病棟に授業に行く教員は必ず手指消毒

を行い、マスクを着用します。さらに、 9月から

は新型インフルエンザ対応として、教職員は児童

生徒と接するときは学校内でも常にマスクを着用

するようにしました。

校では、明日何かを、今度何かをと考えていては

間に合わないこともあるのだと、その時実感しま

した。

また、病気になっても授業が受けられるという

ことは、本人にとっても保護者にとってもとても

大切です。入院期間が長い短いに関わらず、保護

者にとって病気の不安はあるけれど勉強が遅れる

不安は軽減できます。

また、病状が重い児童生徒については、症状の

辛いときにベットサイドまで行って勉強しなくて

もいいのではないかと思っていました。しかし、

病状が思わしくない時でも、勉強をしっかりとい

うメッセージが子どもにプラスに働くこともあり

ます。勉強することが、病気を治して前籍校に戻

るという目標につながっているからです。勉強や

宿題が大好きなお子さんはあまりいませんが、や

らなくてはならない意味はみんなわかっていま

す。

岩槻特別支援学校での勤務年数が長くなるにつ

れ、入院している子どもたちに学習が保障される

ことの大切さを改めて実感しています。5退院後の復学支援

退院後の学校生活がスムーズに送れるように、

｢学校生活上の配慮事項」 （※3）を各主治医に記

入してもらい、転出時に保護者経由で前籍校に渡

しています。以前は、どの科でも同じ様式を使用

していましたが、昨年度病院の理解と協力を得て

診療科ごとの様式を作成しました。

「学校生活上の配慮事項」の書面だけでは伝わ

らないことについては、保護者の了解を得て前籍

校の先生（主に養護教諭）に連絡をし、配慮して

いただきたいことを詳しくお伝えしています。

7おわりに

今回、改めて日常の執務を振り返る機会をいた

だいたものの、このような経験は初めてでしたの

で、岩槻特別支援学校のことがきちんと伝えられ

ているかが不安です。

現在の連携があるのは、小児医療センター開院

と本校開校準備の段階から、教育の大切さを念

頭に置き、教育と医療の連携を作り上げてくだ

さった病院長をはじめとする多くの病院関係者の

方々、学校長や多くの教員そして私の前任の養護

教諭が長い間かけて築いてきた結果だと思いま

す。

医学の進歩や医療や教育行政の時代による変化

に対応しながら、今後も病気を抱えて学校生活を

送る子どもたちが充実した学校生活が送れるよ

う、微力ながらお役に立てるよう努力していきた

いと思っています。

6病弱特別支援学校の養護教諭として思う

こと

私が本校に赴任したのは、平成15年4月です。

それまでは、中学校で十数年勤務してきました。

病弱特別支援学校がどういうものかも知らずに、

異動してきた私にとって、赴任して3日目、前日

病棟で夕飯を食べていた小学生の男の子が、翌日

亡くなられたことは大変ショックでした。この学
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